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戦前の北海道の造田ｉ過程における土功組合て対する

農民負担とその救済
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農民経済を諭ずる場合三大支柱を発見する， 生産の問題であり， 価格の問題であり， 費用の問

題である．与えられた生産条件，価格条件の下でも尚費用の女廿何によって農民経済はより困窮にも

なり得る． 費用はその脱出先の如何によって農業内費用と農業外費用に分ち得る． 前者はいわば

所得的失費であり， 後者は非所得的失費である， 後者の代表的例は租税である． 資本の本源的蓄

積過程で租税－－地租が強力にこれを推進するテコとなったことは学者の均しく論じたところで

あり， 筆者も既に 「北海道に於る地租の変遷について」 （本紀要第８巻第２号・第９巻第２号・

第４巻第１号） において非所得的失費としての地租を論じたのであった． 前者の所得的失費は費

用としての重大な一側面をなすにも拘わらず尚筆者の言及外にあるので， ここではそれを論じて

費用の農民経済に及ぼす影響を観たい． ところで所得的失費は流動的失費と固定的失費とに分類

されるが，

　

ここでは耕地造出過程或いは地種目転換過程において本道農民に最も重大な影響を与

えたところの土功組合と土功組合費とを中心にして論ずることとする．

１．

　

造 田 の 展 開 過 程

　

１， 造田展開の経済的必然性

　

古代から米は日本人の主要食糧であり， 且つ本道においては既

に松前時代の交易においても米は移入品の太宗をなすものであってみれば１）明治初年以来の開拓

においても渡来者の主要食糧として要望したことは当然であろう． 然るに米は本道においてその

産額著しく乏しかったのであり， 明治３０年においても尚道内需要の３．３％を生産するに過ぎず，

米の移入額は農産物移入額の９６％ 商品総移入額の４２％ に達していた２｝ （第１表）． このような

米の絶対量の不足は道内産米が仮りに農業内部のみで消費されたとしても尚農家の必要量の２６％

乃至４２％ （それぞれ明治２９年，３４年）を支え得るに止まる状態であった （第２表）．

　

然しながら周知の如く米の持つ特殊的噌好性の外に， 米は他作物に比べ栄養上， 経済上の優越
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第１表

　

米自給率及び輪移入推移

　　　　　　　　　　　　

第２表

　

農業内部よりみた米の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必要量と生産量

消費量
（Ａ‐）

生産量

（Ｂ）

自給率

｛Ｂ｝／（Ａ）

米輸移

入

　

額

農産物輸
移入額中
に占める
米のそれ
の 比率

総輸移入
類中に占
める米の
それの比
率

２０

３０

４０

Ｔ

　

５

ｉｏ

　

１４

閉
１，２５９

１，６１７

２，１９３

２，ｉ７４

２，６０３

孟管

　

４０．８

　

３６４

　

８６３

１，３９７

２，１２７

％
３．４

３．３

２２．５

３９．７

６４．２

８１．７

　

千円

　

２，２１７

　

８，９５５

２１，１２０

１８，３８４

３５，７７５

４５，５４３
＊

％
９４

９６

９３

８７

８９

４９＊

％
２８

４２

２９

１７

１６

１３＊

農家人口
必要米量
計

生産量 自給率不足率

蓄電８

　

２２０

５３９

　

９９７

１，０４５

　

２９．２

　

５８

　

２３０

　

８６３

１，３９８

５８

２６

４３

８２

１３３

５

７

５

Ｉ

△

　

３

２

　

４

　

７

　

８

　

３

５

　

７

　

５

　

１

　

３

足率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（諸…） 農家人ロ必要米量計は１人当平

（註） 消費量は「土功組合史」８－９頁及び道庁統計書による．

　　　　

均米消費量（数字は全国平均にして

　　

生産量，農産物輸移入額，総輸移入額は「新撰北海道史」

　　　　　

「日本農業読本」による）に本道農

　　

第７巻による，米輸移入額は道庁統計書各回による． Ｔ

　　　　　

家人ロを乗じたものである．

　　

１５は凶作年故除きＴ１４をとった．
＊はＴ１３を表わす．

　　　　　　　

生産高は「新撰北海道史」第７巻に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

よる

第３表

　

主要食糧反当カロリー

　　　　　　　　　　

第４表

　

土功組合法公布前後の主要食糧

　　

生産量（Ｍ３３～３７平均） 作物反当粗収入

ｎ４３３，３４，３６
３７，平均

Ｍ３５
（凶作年）

　

米

大

　　　

麦

小

　　　

麦

そ

　　　

ば
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豆

小

　　　

豆

じやがいも

，濯
５．４

５，７

４．Ｉ

６．１

６．２

９．９

，望
５．Ｉ

５．９

４．３

２．７

４．５

８．３

反当収穫高 反当カロリー

玄

　　　

米

玄

　

大

　

麦

玄

　

小

　

麦

　

粟

じやがいも

大

　　　

豆

小

　　　

豆

石
ｉ．２４１

１．０１１

０．９５３

１，０１１

２３１〆

０．８２２

０．７９６

千カロリ←

　　　　

６３９

　　　　

３５５

　　　　

４３９

　　　　

４５８

　　　　

６７８

　　　　

４２３

　　　　

３６３

（註） 反当収穫高は道庁統計書による，

　　　　　　　

（註） 「新撰北海道史」第７巻により算出

　　

カロリー算出は井上憲政： 「栄養食

　

品化学」をもととした．

性を持つものでありこの事は造田化への決定的動向となったであろう． 即ち，米は明治中期開拓

期の北海道の低生産力にも拘わらず栄養価反当馬鈴薯と次いで高く （第３表）， 且つ経済的にも

収入額最大であってみれば（第４表），農民は単に肉体的エネルギー源として（例え前者は彼等の

知識外にあったにせょ経験的に） これを目結せんと要望するのみならず， 商品作物としても之を

求めたことは当然であろう， 始めは自給作物としてこれを栽培し以て米購入のための現金出費を

防止せんとしたであろうことは容易に想像し得ることであり， その目的の達成されるにつれて漸

次商品作物としてこれを積極化し， 現金収入の拡大への転換したのであろう， 第４表によれば明

治３５年の大凶作以外の年は米は粗収入において断然他の畑作物に勝ることを知るが， この事は年

次が梢々下るが明治４３年第１期北海道拓殖事業計画説明書の中３）にも示めされてある． 即ち同書

は収益， 水田２４円４０銭， 畑１１円１０銭，純収益水田９円５３銭， 畑３円６９銭を示めしている． 次に米

の購入が当時 （土功組合法成定前後） の農家経済に重大な影響を持つものであった事は第５表か

ら知られる， 農家平均１戸当り農業所得に占める米消費額をとってみれば明治１９年以降明治末ま

で先ず４０％を前後している． 而も農業所得は非米作農家のみをとってみれば表中の所得より一層

低くなる可能性があり， 従って非米作農家にとって米の購入費は生活費の大なる負担を構成した
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第５表

　

農家ｉ戸当農業所得と米消費必要額

１戸当農業収入 農家１戸当米満費必要量

粗 収 入 所

　

．得（Ａ） 数

　　

量 金

　

額（Ｂ）

ｎ４

　

１９

　　

２９

　　

３９

　　

４４

Ｔ

　　

５

　　

ｌｏ

　

円
５８．７８

８９．９５

１９４

２７８

４５０

９１６

　

円
４７．９６

７７．６２

１５４

２２４

３４３

７４７

３．
濁２

４．０７

４．４４

５．５１

５．６３

５．８０

　

円
１８．８１

３６，６３

５８．２５

８６．６１

６２．８８

１４７，１７

３９

４７

３８

３８

１８

２０

（註） １． 農業粗収入は道庁統計書に基づく，農業粗収入は農産養蚕畜産を含

　　　

む． 但しＭＩ９，２９は農産のみ．

　　

２． 農業所得は農業粗収入に山田雄三：日本国民所得推計資料２８頁の所

　　　

，得率を乗じて算出，

　　

３． 米消費必要量は国民１人当り消費量に農家１戸当り世帯人員を乗じ

　　　

た数を表す． したがって農家の実際消費量を表わすものではない．

　　

４． 米価は新撰北海道史第７巻により計算．

であろう４）． 勿論か る米購入費の増大に対処しては麦・ソバ・モロコシ等が代用されたであろ

うがそれにしても生活費に少からざる負担をもたらしたであろうことは想像し得る． さてこのよ

うにカロリー生産に於て高く，（勿論農民はカロリーそのものを意識したわけでなく貯蔵に適して

いることと， 満腹感の持続性と活力の継続性を意識したのみであろう．）且つ販売作物として有利

であり， 逆に非米作農家にとって米購入費が生活費の大きい部門を占めたとすれば， 農民は自ら

これを生産し， 自給し 販売しもって経済の合理化を企図したことは当然であろう． このような要

因は札幌郡在の中山久蔵氏をして本道に好適した赤毛を品種として選抜するに成功せしめた所以

であろうし， 叉自然発生的に角田村に本道最初の水利組合を誕生せしめた所以であろう．
２． 上からの造田勧奨

　

然し乍ら下から自然発生的に発展した造田化の進行も農民の持つ資力

の狭小故に自らの資金の障壁に衝突せざるを得ない． 且つ彼等の資力の欠乏と結合力の欠除は，
自主的に水稲技術の研究機関を持ち得ない． この両者を解決するものは当に上から与えられた力

でなければならない． 後者は開拓使時代から与えられていたのであり， 前者は明治３５年の土功組

合法の制定にまたねばならない． 先ず， 後者について言えば米作の官による研究は開拓使時代に

遡及する． 外国顧問ホラシ・ケプロソは米作の小麦作に栄養的に劣れることを指摘し米以外の穀

作を可としたのであるが５），（これは当時の稲作の技術の低位段階を示すものであろう，）開拓使は

明治８年頃より七重試験場で水田試作を開始し６）， 明治１１年には札幌官園に水田を開き水稲栽培

試験を行った７）． 北垣長官の下， 酒勾常明の来道 （明治２５年） によって本道米作の発展の基礎が

劃せられたことは請書に紹介された如くである８）． 酒勾氏は

　

「…勿論絶対的に言うをを得ずと雌

も概ね本道に米を産する村落は其の発達迅速なれども， 共の否らざるものは発達遅緩なるの事実

を将来に見ることあるべき信じ９）」 且つ彼は米作と北海道の気候関係を分析しっ 北海道の米作

は渡島， 胆振， 後志， 石狩の大部分， 十勝， 天塩， 日高， 北見の÷部分をもって有望としたので

あった， 庁の稲作の積極的奨励が開始され， 明治２６年上白石・真駒内・亀田に稲作試験場が設置

された． 叉明治２９年に到るや上川農事試作場 （明治２２年設立）が水稲試験として移植直播比較試

験を開始し次いで３３年同場では品種比較試験を加え１０）． 札幌以北の米作の研究は道央たる上川地

方に及ぶことになった，

　

この間播種器による直橘播種の成功１１）耐冷性強い赤毛の道央への進出が

－
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もたらされた１２）． 明治３５年第１５議会においても北海道１０箇年計画が上提され，明治３４年以降１０箇

年の北海道拓殖経費が予定される事になった． これによれば従前北海道の諸経費が全部国庫によ

りて支弁されていたのを国費と地方費に区分し地方費は北海道内の租税その他収入によ り自営

し， 以って地方行政費を道民の負担たらしめ， この分を国庫支出を減少せしめ， 拓殖費に充当さ

るべき国庫支出を増加することにあった． これにより国費殖民事業費中の農事改良費中に中央試

験場費が計上され， 明治３４年北海道農事試験場が札幌に設立され，上白石・真駒内の水稲試験が

継承されると共に既に前年対雁村泥炭地において開始されていた水田試験も１０箇年計画事業に加

えられる事になった． か る状勢の中に民間では私設水利団体として角田村，長沼村， 東旭川村

東川村， 岩見沢町， 秩父別村， 深川村に組合が結成され膨汀－…として水田化の機運が湧出したので

あった， とは言え，か〉る私設組合はそのま では資金の障壁に衝突せざるを得ずか る障壁を

打破すべき法制が必要とされたのである， そして当にか る状勢に対応して生じたのが北海道土

功組合法であった，

　

３． 土功組合法の制定

　

土功組合法は既に述べたような自然発生的土功組合に融資の途を開拓

せしめる事にその目的の一つがなしたのであるが， 一方からみればこれを適当に保護し統御する

事により国が開発費の， 特に水田開発費の一半を農民の肩に負担せしめる事により北海道開発な

り， 水田開発なりを達成せんとしたのであった． この事は第１６回帝国議会に於る北海道土功組合

法提案理由説明にうかがうことができる． 即ち第一読会に於る鍋島特別委員長演説次の通りであ

る１３）．「…追々開拓の事業も進むに従いましては移住民もこの水田を開く事の利益ある事を段々悟

りまして之と同時に道路橋梁水利等の土功を起すの必要に迫られて参ったのでございます． 然る

に理由書にもございます通り国庫費若くは地方費のみにて其事業を挙げると申すことは是は到底

出来ないことでございまして……移住の日浅くございまして資力に困難な部落では水利等の事業

費に関しましては巨額の資金を有しますようなことがございません． 之を・他より情入れるという

必要あるときは拓殖銀行叉は勧業銀行等より借入れんと致しましても私の組合でございましては

法律の認めないものでございますから無抵当では借入れると言うことが出来ませぬのでございま

す． 然るにこの法律によって法人の資格を有しまするときは無抵当で拓殖銀行等より資金を借入

ると言うことの便を得まするのでございます」 （圏点筆者）

　

このような意図の下に誕生せる土功組合に対して拓銀は如何に無抵当融資を展開し土功組合の

設立に寄与するか． 第６表を見よう， 年賦無抵当貸付が土功組合の誕生せる明治３５年以降殆んど

一貫して増大をつづけている．更に土功組合に対する分をみるならばこれ叉一貫して漸加を続け，
特に無抵当貸付の大部分が土功組合によって占められていることがわかる． たゞここに溜意すべ

きは拓銀の無抵当貸付には明治４３年度より大蔵省預金部資金が入りくることである．

　

これは大蔵

省預金部が「特定事業の救済」 資金の融通を行うことになったことによる． これらの資金は拓銀

叉は勧銀・地方団体を経由することになるからである． （但し本道の場合経由は殆んど拓銀によ

って占められる） したがって土功組合に対する無抵当貸付にも拓銀の固有貸付資金の外に預金部

資金が４３年より入り込むのであり， その比率は第６表によりみられる如く年により消長あるも，
けだし少からざるものがある．而もそれは低利率なる故に拓銀固有資金は次第に排除されてゆく．
この事は第一次大戦中，昭和３年以降著しく殊に昭和３年以降は殆んど預金部資金が，かつてなか

った程に大量に注入され， 土功組合に対する拓銀の固有貸付は殆んど影をひそめてしまう， （第

７表） だがそれはさておき第６表にみる預金部資金比率の減少せる年は拓銀の固有資金の貸出し

の増大せるを知るのであり， 特に土功組合の族出する大正９年以降昭和２年の土功組合助成開始

－

　

１９

　

－



沢

　　

口

　　

信

　　

先

第６表

　

拓殖銀行の年賦無抵当貸付残高（千円）

年賦無抵
当貸付計

　

④

内，土功組合
に対する分⑩

⑥の中 の
政府預金部
資金の比率

年賦無抵
当貸付計

　

④

内，土功組合
に対する分⑩

⑩の 中 の
政府預金部
資金の比率

Ｍ３５末

　

３６

　

３７

　

３８

　

３９

　

４０

　

４１

　

４２

　

４３

　

４４

Ｔ

　

Ｉ

　

２

　

３

　

４

　

５

　

２１

　

２６

　

９６

　

３５７

　

４６０

　

１６２

　

１８１

　

４４７

　

７１９

１，ｉ３５

ｉ，１７９

１，５６１

２，０２７

２，３３５

２，４７１

以下公共団，体との音！

　　　　　　

４６０

　　　　　　

１６２

　　　　　

１８１

　　　　　　

４４７

　　　　　

７１９

以下士功組合のみ

　　　　　　

５２３

　　　　　　

６０８

　　　　

１’００７

　　　　　

１，４２５

　　　　　

１，７６３

　　　　　

１，９３５

％

　

０

　

０

　

０

０

？

？

？
５１．８

？
２６．８

３３．７

Ｔ６末

７

８

９

　

ｌｏ

　

ｌｉ

　

１２

　

１３

　

１４

　

１５

Ｓ

　

２

　

３

　

４

　

５

　

６

２，７４６

３，１３４

４，１０４

５，８０６

８，２１３

１１，９１７

１８，７４３

２４，１９２

２７，４３２

２９，８０１

３４，０１６

３７，１９７

３９，５３１

４３，９７１

４６，５６１

２，１６９

２，４９１

３，２５８

４，４９４

６，０３８

９，０８１

１４，５６３

１９，５９５

２２，０７２

２４，０１９

２７，８２５

３０，９９３

２８，６９９

２８，６６９

２９，６５９

％
４８．９

８７．９

８２．２

５６，７

５３．７

３９．５

３３．２

３１．６

３３．７

３６．４

３９．ｌ

７９．３

９３．６

９４．５

９３．５

の

　　　

のの

　　　

の

（註） 斎藤仁：「旧北海道拓殖銀行・論」第６１表・第６２表・第６７表・第１１１表・第ｉｌ９表・第ｉ６０表・第１６６表に基

　

づき作成．

第７表

　

土功組合借入先別負債残高（千円）

大２・３月末 昭

　

８

　

末 昭

　

１１

　

末

　　

ｒ拓銀経由

満人潮

　

勧 銀 経 由
；阻叩

　

地方費経由

　　　

計

拓 銀 固

　

有

　

資

　

金

勧 銀 固

　

有

　

資

　

金

町村その他公共団体

５９３（４１．８）

１４１（９．９）

７３４（５１．７）

５５３（３８．９）

１２７（９．４）

５（０．０）

３２，４１７（９０．０）

２，２２８（６．１）

　

１０４（０．２）

３４，７４９（９６．３）

１，１７２（３．２）

　　

－－（

　

－）

　

６０（０．１）

２９，５４２（９０．０）

ｉ，７０６（４．９）

　

９６（０．１）

３１，３４４（９５．０）

１，３４１（４．０）

　

１３０（０．４）

　

５８（０．０）

合

　　　　　

計 １，４１９（１００．０） ３６，０８３（１００．０） ３２，８７６（１００．０）

（註） 斎藤仁：ｎ日北海道拓殖銀行論」ｐ．１１７及び渡部以智四郎：「土功組合の

　

展望」（北海道農地改革史上所収 ｐ．５２５） による．

までの固有資金の賞出しの多きを知るのである． 何れにしても土功組合発生期のそして叉族出期

の土功組合の誕生に寄与したことは疑いなく， 拓銀融資によらざる自力誕生は極めて少かったも

のと思われる． 例えば大正１年末をみるに組合数２４の中有債組合２２，無債組合２となっているの

であり， 無債組合 汲ま工事完成の組合となっているｔ４）． 誕生は工事を目的するが故に工事におい

ては殆んど融資を受けていることを示めす例ではある．

　

これらの融資こそは当に拓銀（拓銀固有

貸付金と拓銀経由政府貸付金）の年賦無抵当貸付であたったわけである．

　

この外にも少額ながら

土功組合へ勧銀その他の貸付参加が見られる． （第７表を見よ）

　

さて，次に土功組合法をみよう．

　　

北海道土功組合法 （Ｍ３３・３

　

法第１２号）Ｇ少録）

－

　

２０

　

－



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

第１条

　

区町村叉ハ区町村組合ノ事業ト為スコトラ得サル特別ノ事情アル場合二於テ農業上必

　

要ナル道路， 橋梁，用水，排水叉ノ・堤塘等の施設維持スル為土功組合ヲ設置スルコトラ得

第２条 組合ハ之ヲ法人トス

　

第３条

　

組合ノ・組合事業ノ為利益ヲ受’クル土地ヲ以テ地域トシ其ノ地区内二土地ヲ所有スル者

　　

ヲ以テ組合員トス， 但シ御料地叉ノ・国有地二付テハ其ノ貸付ヲ受ケタル者ヲ以テ組合員トス

　

第６条……組合ノ徴収金二関スル滞納処分ノ・組合ノ請求二依り区町村長叉ノ・戸長二於テ区町村

　

税ノ例ニ依りテ之ヲ行フ

　

組合ノ徴収金ハ区町村ノ徴収金ニ次テ先取特権ヲ有シ……

　

第７条

　

国庫ノ・組合事業二対シ其ノ費用ノ一部ヲ補助スルコトラ得

　

第１０条

　

組合ノ・主務大臣， 北海道長官及北海道庁支庁長之ヲ監督ス

本法は明治３５年４月１日より施行されたのであるが（附則）， 上の事から受益地区内の者は組合

の設立条件が成立する限り， （受益地区の者が２／３以上組合設立に同意して組合の成立 した場合

－－北海道土功組合法施行令（Ｍ３５・９動令第２１２号第１条））強制的に組合員とさせられるので

あり，且つ組合は行政官庁の首長によって監督され統轄され， 農民自ら費用を負担すべきことが

明記されたのであった， 且つ保護規定としては国庫の補助のあり得べき事であった． 尚組合に公

法人としての性格を与え， 組合費を全く租税と等しき方法をもって強制的に徴収し得る強制権を

与えた事は組合への金融の途く開く措置ではあった， 勿論その際債権者の債権を保証する事を忘

れなかった． 施行会第２１条が即ちそれである． （第２１条

　

組合ノ・民法上ノ義務ヲ完了スルニ非サ

レハ之ヲ廃止スルコトラ得ス）．かくして組合は後に凶作水害不況が相重なれば負債整理のために

のみ存在を続けることとなる， ところで第１条によれば土功組合の結成は必しも造田化促進のた

めではなく寧ろ畑地を含めた広く耕地の造成にあるかの如くである， 然し乍らこれにより造成作

付された水田が１２万１７９６町歩であり， 畑が２万４４２４町歩 （数字の時点は昭和１８年１５）） であり， 且

つ土功組合の造成にかかる水田が全水田の６６％（昭１８） に達するものであってみれば造田こそは

第一義的を持っものであったことは否定し得ないだろう， さて以上の土功組合法の下に如何に土

第８表

　

土功組合設立年次表

組

　　　　

合

　　　　

数

組 合 計 准

　

概 濯

　

緋 排

　　

水

Ｍ３５一４５

Ｔ

　

２一一８

Ｔ

　

９一‐１５

Ｓ

　

２－－８

Ｓ

　

９一‐１５

Ｓ１６－‐１９

２６（９）

３２（１２）

１４８（５５）

５２（１８）

７（３）

５（２）

２４

２６

１３６

４９

Ｉ

２

（ ノ ”

　

 ^／ ”

（ ソ

　

１ ▲

４（堤＃①

３

２

６

３

千田丁
４１．７（２１）

３９．４（２０）

８２．２（４１）

１９．５（９）

１２．５（６）

３．３（２）

計 ２７０（１００） ２３８ １４ １８ １９８．６（１００）

（註） 事業反別は瀧澱・瀧澱排水・排水各自的士功組合事業反別計を表す． （

　

）内

　

はパーセント作成拠典：北海道年鑑（Ｓ２２版） 及び土地改良課：±功組合一覧

　　

（昭２３） による．
（備考） 明治大正前期の１組合平均事業反別の大型たること．大正後半期昭和初頭の

　

小型化，昭和ｌｏ年以降の再び大型化がみられるがこれらは排水目的組合の大型に

　

よってもたらされたものである．

－

　

２１

　

一



沢

　　

ロ

　　

信

　　

光

功組合は設立されていったか．

　

これを示めしたのが第８表である．

　

ｉ） この点新撰北海道史第２巻２２５頁を参照されたい．

　

２） 同様の数字は北海道庁拓殖年報第１１回，第ｉ６回によってもうかがうことができる． 同書によれば本道に

　　

おける米の移入額の全商品移入額中に占める比率は明治２２年３５％，２７年３９％，３５年３１％となっている，且

　　

つそれは３５年をとれば米移入額は農産物総移入額の９３％に達する．

　

３） 新撰北海道史第６巻８４９頁

　

４） 酒勾常明氏はその著に於て時点を明治２４年におき，畑のみ３町歩の農家を想定し，その農業粗収入 ｉ７２

　　

円６８銭，１ 戸６人，その消費米の購入価８１円３１銭とし，残９１円３６銭を算出している． （酒勾常明：明治２９

　　

年刊米作新論３４５頁） これによれば消費米の購入費は農業粗収入の４７％を占めることになる．

　

５） ケプロソが初期報女の中に即ちｉ８７２年１月黒田開拓次官宛の報女は次の如く述べている． 「食糧の変革

　　

日本ニ於テ食料二充ベキ物産ヲ改正スルノ緊要ナルハ疑ヲ容ザルベシ，何トナレバ日本第一ノ物産ナル米

　　

ノ・培養ノ費最モ多ク其ノ養分二至りテノ・他ノ穀類二劣ルラ以テナリ」同様に第２期報女に１８７３年１１月 「夫

　　

し米ノ・之ヲ作ルニ費用最モ多ク，人身ヲ滋養スルニ至テハ遥カニ他ノ穀類ヲ劣レリ」と述べている．

　

６） 新撰北海道史第３巻４１８頁参照

　

７） 前掲書第３巻４１９頁参照

　

８） 例えば高倉博士：「北海道米作史」，桜井博士；「北海道に於る水田輪作農業の実態」を見よ

　

９） 酒勾常明：「米作新論」３４１頁

　

１０） 北農第２３巻第７号２２頁

　

１１） 直播器使用による直播栽培の試作は明治２６・７年上川水田開発の功労者田中市太郎及び美唄の久恒岩蔵

　　

によって行われた． （渡辺以智四郎：「北海道土功組合の展望」北海道農地改革史上４９７頁）

　

１２） 「赤毛は明治６年札幌郡広島村中山久蔵氏の発見によるものであり，これを契機として道中央部へ北進

　　

を開始した． 赤毛は中生（勿論当時は最早熟種）穂重型，耐冷性強く道中央部の気候に適応し造田と共に

　　

急増……」 （星野達三稿：「北海道に於る品種」 （戸刈義次編稲作講座１収載８９頁）

　

１３） 大日本帝国議会誌第５巻１２６５頁

　

１４） 斎藤仁：ｎ日コヒマ毎道拓殖銀行・論」ｉ１７頁

　

１５） 数字の拠奥は渡辺以智四郎：「北海道土功組合の展望」 （北海道農地改革史収載５１６頁）

２．

　

土功組合の発達過程

　

明治３５年より昭和ｉ９年までに設立された組合は２７０組合であるが， 瀧灘目的の組合が圧倒的で

あり， 排水のみを目的としたものは１割にも満たない． 尤も排水の中にも造田化を意図したもの

もあるから全体としてみれば圧倒的に水田造成を目的としていると言っていいだろう（第８表），
組合の設立は殆んど毎年といってよいが， 大正１０，１１，１２年の激増は瞳日すべきものがある． こ

れらの組合は溝綴目的の組合が殆んど大部分である事は既に述べた通りであるが， 昭和１２年以降

は排水組合が主である事も注目されていい． 更に規模別趨勢を見るに漣湖組合においては明治全

期，大正前半は組合の事業反別の大型がみられ， 大正後半殊に大正１２年以後は事業反別はかなり

小型化している事が指摘される．排水組合においては必ずしも時代的に大小の趨勢は見られない．
たゞ濯概に比して事業反別の大なる事が知られる．

　

このような傾向は排水工事が国費をもって比

較的大面積が施行・された事にも一因があろう１）． 瀧湖組合事業面積の狭小化は， 明治全期 （正確

には土功組合法成立後） から大正前半にかけて石狩， 空知， 上川の立地条件の有利な平原大地帯

に組合が設立されたに反し，大正後半以後は概して高冷地域は沢地地帯に向うことによる， 次に

土功組合の設立を支庁別にみてみよう （第９表）． 明治期は組合は本道主要米産地たる空知， 上

川， 石狩に集中するが，大正に入るや胆振， 日高， 十勝がこれに加わり， 大正後期になるや中間

地旧聞地は勿論， 限界地六；る十勝， 網走， 留萌が加わり組合はその数を増加する． 殊に網走が大

正後期から昭和初年にかけて急速に登場してくれるのが注目される，

　

ところで以上の如く土功組合を発達せしめた要因は何んであったか， 先ず第一にあげられるべ

きは米作の技術的発達であり， 第二に米作のもつ経済的比較有利性であり， 第三に米作に対する

－２２

　

一



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

第９表

　

支庁別年次別土功組合設立数

石狩 空知 上川 後志 桧山 胆振 日高 十勝 網走 留萌 釧路 不明 計
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（証；） 土功組合連合会：北海道土功組合史２２一３７ 頁により作成， 但し昭和１２年以降は北海道庁：土地

　　　　

改良要覧及び土地改良課資料による，

上からの行政的保護政策であり， 第四に行政的造田奨励策をあげることができる．

　

（１） 米作の技術的発達

　

既に述べた如く１０箇年計画 （実施期間明治３４年－４２年） に基いて本

道の中央試験場たる国立北海道農事試験場が設立され， 水稲に関する各種試験を行ったのである

が，１０箇年計画により始めて火山灰地に水稲試験が導入されることになった． 明治３６年より行わ

れた胆振国安平村早来における試験が即ちそれである， 更に１０箇年計画以後農事試験場の設備な

き地方を対称として耕種委託試験が行われ水稲も叉委託作物の中に導入されることになった． 品

種について言えば道中央部へ北進の契機を与えた 「赤毛」から「坊主」 が選出されたことであろ

う， （農家選出）本品種は明治４０年頃普及し始め大正１０年頃まで全盛を極めたがそれは

　

「赤毛」

よりイモチ耐病性耐肥性ともに強く且つ多収且つ無さなることが直播操作の利便を与えた２・，他方

官においては大正５年始めて純系分離育種法を採用し， 坊主より純系分離された 「坊主２号」「坊

主５号」 「坊主６号」を生み出すことに成功した． 殊に坊主６号は在来坊主より塾期早く早生種

として第二次北進即ち道中央部より上川北部・北見・十勝へ進出するに役立った３）．

　

大正末年に

到るや本道に於る最初交雑育種による優良品種として 「走坊主」（魁×坊主，Ｔ１３優良品種決定）

が誕生し， 第二次北進が一層強力に展開することになった４）． 因みに本品種は坊主６号より１週

間内外早塾であり，

　

このような早塾耐冷品種の出現は農家の米作欲に適合し土功組合結成を企図

せしめた一因である事は疑いない． 尚栽培技術について言えば， 既に明治２６年上白石農事試験場

で直播栽培の試験が行われたのであるが， その後引続き同試作場及び本場において直播法に関す

る諸試験が完成され， 従来の府県式の水苗代移植栽培の依存から解放され漸次これが普及のみ全

道稲作の８０％を占めるに到った５｝， これ叉水稲栽培を拡張し， 土功組合の結成を促進しめた一因

として見逃すわけにはゆかないだろう，

　

（２） 米作の経済的比較有利性

　

水稲が自給目的の枠内に止まらず商品目的にまで到達するに

は水稲の有利性がなければならない， 勿論有利性は技術的発展によって到達叉は補強されるもの

であるが， 土功組合法成立後の各作物の反収比較を示めしたのが第１図である． 第１図に見る限

り凶作に非ざる限り米作のもつ収入上の有利性は明かである． 而もこれは米作の限界地において

も尚言い得ることであった． これについて北海道凶荒災害誌の一節を引用しよう．

　

「大正１３年より昭和８年に到る１０箇年に於て凶作の３箇年を除く （大正１５年昭和６年昭和７年

－－筆者） ７箇年の平均を米作の平年作として之を同ー地方の畑作数種の平均と比較するにその

粗収入において米作は反当２８円乃至３５円をあげるに比し畑作は１５円乃至２３円をあぐるに過ぎず畑

作は米作に対し約１０円内外の遜色がある６１」 として次の数字をかかげている （第１０表）．

　

のみな

らず同誌は第８表の地域は米作は４年１回の収獲皆無を予定しても畑作より尚最小２円７４銭 （斜

－

　

２３

　

－
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（第１図） 主要作物反当粗収入比較
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９
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－－「②一小麦
－－－③－－一夫、露

骨 －－－－小 豆

　

　　

　　

　　

　

　　

　

　　　　　　　
　　　　　　　　

　

　

埴歳紬十働くよりイノ域）

里） から最大５円４９銭 （美深） 有利であるとして

い る７）．

　

このような米作の有利性は当然田の小作料を畑

より増大せしめたことは容易に想像し得るところ

であり客観的には地価の増大となって表 われる

（第１１表）．か る地目転換による地価の高騰につ

いては北海道庁：産業調査報告書では次の如く述

べている， 「地価ニアリテハ反当２０円ノモノハ水

田ト為リタルモノ少クモ４０円トナリ， ２倍以上昂

騰ヲ来セリ． 上川地方二到レ
バ
，

　

５町分ｉ戸分

１５０

　

円ノ土地ハ１５００円ニ，１０００円ノ土地ハ５０００円

トナリ， ５倍乃至１０倍ノ騰
貴ヲ為シタル処アリ，

叉地代モ著シク騰貴シ， 畑反当２円乃至３円内外

ノモノハ， 水田トナリ８円乃至９円
昂り結局３倍

乃至４倍ノ昂騰ヲ来セリ８）」 と． か る状勢は地

主の水田造成意欲を喚起したことは当然であろう．

　

（３） 米価保護政策

　

米価の比較有利性はその全期間

でない≧にせよ上からする価格政策をもって補強されたこ

とも見逃すわけにはいかない． 米価の釣上げについて言

えば明治３８年， 同３９年の財政関税は別として明治４３年の

関税定率法にまで遡る事ができるだろう，（同法はその後

の年により断続して適用されたのであるが）然し乍ら同

法は米のみならず小麦その他の農作物についても適用さ

れた９）のであるから， 米価のみが関税定率法により釣上

第１０表

　

平年に於ける米作及び畑作の反当収入比較（Ｔ１３ Ｓ８） 但しＴ１５， Ｓ６， Ｓ７

米 収 量 米粗収入 畑（５種）
粗 収 入

米 収 入
超 過額

摘

　　　　　　　　　　　

要

斜

　　

里

野 付 牛

上湧 別

美

　　

深

遠

　　

別

石
１．４８０

ｉ．８００

Ｌ５００

１．５００

１．４００

円
２８．８６

３５．１０

２９．２５

２９．２５

２７．３０

円
１８．９０

２２．８３

１７．９３

１６．４５

１５．０２

卵９６
１２．２７

１１．３２

１２，６０

１２．２８

畑作物は甜菜，薄荷，馬鈴薯，腕豆，燕麦

　

″

　　

甜菜，小麦，薄荷，腕豆，亜麻

　　　

甜菜，小麦，薄荷，燕麦，亜麻

　　　

甜菜，馬鈴薯，燕麦，小麦，菜豆

　　　

燕麦，大豆，小豆，菜豆，碗豆

（註） 北海道凶慌災害誌１３３６頁による．

　

第１１表

　

田 畑 地 価 表

田 畑

Ｍ

　

３７

Ｔ

　　

５

　　

１３

円
１４．６６

１３．９２

１１．４３

ｒ３９
５．７０

３．７４

拙稿： 「北海道に於ける地租の変

遷について」 （学大紀要第９巻第

２号１３１頁）による，

げられたとは考えられないのであり，むしろ米穀の需供調節により米価の調節（制定時代
の傾向と

して米価が下落傾向ｌｏ；にあったから釣上げが制定の直接日的であった） を求めた米穀法１１）（ＴＩＯ

法第３６号） 及びこれが財政的裏付としての米穀需供調節特別会計法 （ＴＩＯ法第３７号） に求めるべ

きであろう． 更に米穀から発展し積極的に価格調節を企図した （最低価格， 最高価格基準を設定

－－当時としては最低価格の維持こそ重要性をもったことは周知の通り） 昭和８年米穀統制法に

到って釣上げが一段と強化され， 更にこれは昭和１１年米穀自治管理法及び籾共同貯蔵法によって

補強されることになる．然し乍ら本道の場合，大正１５年以降の相次ぐ凶作は為政者をして造
田から

－

　

２４

　

－



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

限界地の畑地還元化政策と転換せしめているのであり， 事実土功組合の設立は昭和７年をもって

一期を劃しているのであり１２）， その後の組合は排水による畑地開墾のそれへと転化しているので

あるから， 視点を米価の釣上げと土功組合の結成との関係におく時， 昭和７年迄の米価政策を見

るに止めていいであろう． ともあれ，米穀法により外国米の輸入制限のみならず内地産米の政府

買上げ１３）が行なわれたのであり， か る市場への供給量の制限が本道の米価を間接的に釣上げ米

作有利性を高進した事は疑いない．

　

（４） 造田奨励政策

　

上からの直接造田勧奨政策は既に述べた１０箇年計画に見られるのである

が，更に引き続いて第１期拓殖計画， 第２期拓殖計画にこれが強力に展開きれる．１０箇年計画 （実

施した期間は明治３４年より４２年まで） 農事改良費の中に共同事業助成金を計上し， その中に土功

組合補助費がもられこれが予算額は９，０００円であった （実支出額は７，９２２円），然しこれはこの期

間の土功組合の工事費に比べれば極めて微少なものであった． が，ともかく補助金支出の年次と

金額は次の如くである， 即．ち，

　

明治３６年岩見沢川向土功組合１，０００円 （この組合の要した工事

費は２４５，７４４円） 明治３９年由仁村用水土功組合１，０００円（工事費５７８，５４０円） 明治４１年比布村土

功組合２，９６０円 （工事費２３４，０９１円） である． た １ゞ０箇年計画は明治３７年以降民間の願をもって

地方費の負担をもって濯湖溝の設計調査１８，３００町歩を施行した事は土功組合の誕生を促進する上

に役立ったであろう． 第１期拓殖計画は明治４３年より１５箇年を１期を予定とするものであった．

（実際実施は明治４３年より大正１５年まで）．本計画に土地改良費が計上されたが， これは国営改良

費，土地改良奨励費を包括するものであった，土地改良奨励費は当初計画では継続費として９５万円

（１町当り１７円） が計上されたのであるが，今，この奨励費の計上された所以を第１期拓殖計画書

によってみる事としよう１５）．「水田の米作は既往１０数年来の実験によりその地位，地勢，地価，品種

及耕作法の如何によりては確実有望なる事今や既に疑うの余地なきに至れり， 且つ本道の耕地た

る気候，風土の関係上自ら作物に制限あること， 如何なる作物六；るを問わず，到底二毛作を作る

こと能わざる等の為，畑作と米作の間には著しき利害の差あり，加え本道の人口は今や既に１４０万

に達し，道内の米産額４０万石に達し， 輸入米約１００万石を越え，道民の之が為に年々内地に支払

う金額約１，５００万乃至１，６００万円に達するの実況なれば， 既に水田の成績確実なる以上， 努めて

これが発達を助長し，以て道内産額の増加を図り，道民の失費の軽減するは拓殖上刻下の急務とす

るところなり．」以上のようにして土地改良奨励費は水田液湖溝の築設工事並びに湿地泥炭地に対

する国費土地改良工事に附帯する枢要支線叉は派線の築設に対してなされたのであり， 土功組合

は町村，個人，耕地整理組合と共に奨励費の授与対称となった． さて本第１期計画においては灘

漉区域５０町歩集団のものに工事費の１／４補助することとし， 排水工事面積と合せて ５２，９００ 町歩，
補助費８９９，３００円の予定であったがその後補助面積， 補助率に数度の改訂を経え， （特に大正１２

年度に到って水田３０万町歩造成の計画は予定面積を１５８，３９３町歩に拡大） 更に大正１５年支派線工

事に対する補助の新設あり， 本計画の終了までに（大正１５年まで）酒灘工事補助実面積９７，４４７町

歩， 同じく支出済補助金７，１６１，２６６円に達した
１６）
． 更に排水工事についてみるならば補助実面積

７，６１４町歩，支出済補助金２２１，８２７円に達する
１７）．尚叉本計画の中に大正１５年度より新規施設として

造田補助が行われることになった，これは５反歩以上の造田をなすものに造田費の４割以内とする

ものであり， 実施結果は１町歩当り造田費１４１円として３割８分の補助であった
１８）．之等濯澱工事

補助費並びに排水工事費補助費１町当り補助率予算単価を示めすと第１２表，第１３表の通りである．

　

ところで既述の実際補助額は土功組合以外の対称をも包含する事は勿論である故に本計画の土

功組合の期間に与えられた補助額を関係分についてみれば第１４表の通りである， 第１４表によれば

－

　

２５

　

－
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第１期計画終了時点の存在土功組合数の７１％の組合が， 金額にして６９０万円が補助交付済となっ

ている． 而も年次別には大正９年，１０年，１１年，１２年の族生期に最も多くなっている
１９）
． したが

ってこの期には自力誕生を超えた上からの補助を拠点の目安すとして土功組合が族生した見られ

るのであり， か る補助金は未成熱児を族生せしめた助産婦と言えるだろう．

第１２表

　

濯綴溝工事補助費（１町当り）改訂推移

改訂年次 補

　　

助

　　

標

　　

準

　　

面

　　

積 工

　

事

　

費 同

　　

上
補助歩合 補助金

Ｔ

　

Ｉ－－５

Ｔ

　

６－‐８

Ｔ

　

９

Ｔ１ｏ－「１１

Ｔｉ２一一１４

　

Ｔ１５

５０町歩以上にして起業者が工事負担に堪えずと認
むもの

同上及２，０００町歩以上を包有する適地７箇所

ｌｏ町歩以ＬＨこして起業者が工事負担に堪えずと認
むもの

同

同

同

　

墓８

　　　

９４

　　

２００

司ｉ喜多
故

　

２５０

　　

２８０

幹

　

３６０
支

　

１００

響

　

２．０

　

４．０

｝４．０

　

４．０

｝５．Ｏ

弾
１８

８０

７３
６６
１００

１１２

１８０
５０

（註） 「北海道第１期拓殖計画事業報女」３３３頁による．

　　

Ｔ１４以前は幹線工事補助である，

第１３表

　

排水工事補助費（ｉ町当り）改訂推移

改訂年次 補

　　

助

　　

標

　　

準

　　

面

　　

積 工

　

事

　

費 補助歩合 補助金

Ｔ

　

Ｉ－５

　　

国費改良工事に附帯する支派線工事

Ｔ６－８

　　

同
農耕適地

　　　　　　　　　　　　　　

放牧適地

Ｔ９

　　　

幹線工事

　　　

ｌｏｏ＝ｔＴ歩以Ｊ；
ＴＩ０一１１

　　

同

Ｔ１２一１４

　　

同

Ｔ，５

　　

／幹線工事

　　

５００町歩以下 仰け以」ニ

　　　　　

ー支派線国費及幹線工事施行箇所

読ま
６５

６５

６５

６５

１１０

８０

５０

割
２，５

ｉ．０

２．０

５．Ｏ

５．Ｏ

５．０

５．０

５．０

聾
７

１３

３２．５

２８．４
＊

５５

４０

２５

（註） 第１２表引用書３０２頁による．

　

（１） Ｔ１５以降は５００町歩以上の団地に対しては国費をもって幹線工事を施行．

　

｛２｝

　

＊政府は一般予算編成の方針により拡張事業は戦前単‐価の５割増とせしにより補助率低下す，

第１４表

　

土功組合工事費及補助額（Ｓ２．３．３１現在）

受補助土功組合 補助土功組合反別 工

　

事

　

費 補助決定額 補助交付済額

北海道計 １４２（１９９） １０９，７３０町 ３４，６５３千円 １１，６２９千円 ６，９０３千円

（言１…） 第１２表引用書３５０頁，（

　

）内は土功組合現在数

　

さて第１期拓殖計画は当初の予定より２箇年延長され， 大正１５年終了したが， 昭和２年以降２０

箇年に渡る第２期拓殖計画が第５２帝国議会の協賛を経て実施をみるに到った． 第２期計画はその

計画の一環として未利用泥炭地１８２，０００町歩を開発し， 更に水田４５万町歩造成を企図し， （当時

水田実面積１３６，０００町歩）７００万石の米産を目途とするものであった
２０）． 今，同計画にもられた土

功組合の関係する部分を抽出１括表示すれば次の如し２１） （第１５表）． ところで以上の計画 （第１５

表） は実施とはかなりの距離があり， 且つ補助金計画は凶作， 不況， 財政的理由により数度の故

－２６

　

一
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第１５表

　

第２期拓計土功組合補助金並造田奨励費予定

１． 補

　　

助

　　

金

補

　　

助

　　

対

　　

称 １

　

町 当
工 事 費 補 助 率 補助面積 補助金計

瀧澱 溝 幹 線

　

グ

　　

支 線 （新規定）

３６０円

１８０

５延縄

５

２２７千町

２５６
｝６４，班千円

造

　

田

　

補

　

助 未成水田３反以上（Ｓ２庁令第
７２号）

２７０ ４ ３１３ ３４，９５８

排水工事補助
１団地５００町未満地区の幹線

国営民営幹線に附属する支派線

８０

５０

５

５

１８

１１９ ｝４閉
２． その他造田関係奨励費：
”） 濯慨涛基本調査費１，３１６千円

　　

態） 濯波涛設計１，５７４千円

（註） 「北海道第２期拓殖計画実施概要」により筆者取纏め作成．

訂を受けるのであり， 特に不況・凶作を転機として造田奨励費の一環たろ瀧海工事補助・造田補

助の大削減となるのであり２２）， 昭和８年以降一先ず濯親目的土功組合の誕生に終止符を打つが，
ともかく昭和初頭において以上の造田補助， 瀧湖補助， 排水工事補助は土功組合の誕生を促進し

たことは否定し得ないであろう． 因みに以上の計画の実施状況を示めすと第１６表の如くである．

第１６表

　

第２期拓計土地改良補助費実施額

補

　

助

　

面

　

積 補

　

助

　

金

　

言！・

溜澱工事補助
造

　

田

　

補

　

助

排水工事補助（明渠暗渠計）

１３６，５４３町

５４，４２９

１８２，８４５

２５，９２９千円

５，０９８

９２，８３８

（註） 北海道開発局：北海道第幻視拓殖計画実施概要２３８頁，２３９頁，

　

２４８頁，２５１頁より蒐計

　

次に造田奨励政策の一つとして我々は以上の補助金政策の外に土功組合の新規事業費に対する
政府の低利資金の融資政策は逸すべからざる事項である２３）， そしてこれこそ補助金， 拓銀と共に

土功組合誕生の三大支柱をなすものと言ってよい， 新規事業費の政府低利資金融資の受融は明治

４４年３月，空知郡栗沢村土功組合をもって晴矢とするが，．
その後設立の土功組合は８４％までがこ

れが融資を受けたのであり （第１７表）， 排水目的のものを除くならば８６％に達し事業費として之

が融資を受けないものは例外●と言ってよい， 尤も４４年以前設立の組合でも之が受融資に参加して

いるのであるが，

　

これ等を含めて土功組合の新規事業費受融資は瀧澱土功組合設立の一応の終止

符を打つ昭和７年までに実に１，６８２万円に達し（災害復旧費を除く），これを工事費総額に対比す

れば３３％に達する額である （第１７表）， 勿論各組合により受融資額の工事費に対する比率は異る

のであるが， 最大は９６％であり，５０％以上のものが４１組合に達する．

　

これらの融資額は大組合（工事費の大なる組合）に対しては数箇年の分轄融資なるも， 小組合

に対しては１箇年をもってその組合の工事費に対して相対的に多額の融資があったのであり， こ

のような低利資金制度の存在は殊に小組合の誕生を一気河勢に出現せしむる最大要素の一つとな

ったものと思われる，尤も地区によっては組合結成以前に工事の竣工し，竣工後の施設維持のため

に組合を結成するものがあるが， むしろ例外と言ってよい，（か｝る組合は低利融資制の開始から

－２７

　

一



沢

　　

口

　　

信

　　

光

Ａ． 受融資総額

Ｂ． 受融資組合数

Ｃ，受融資組合の総組合に対する比率

Ｄ．受融資組合工事費総額（当初予算

Ｅ． Ａ／Ｄ

１６，８１６千円

　

２００

　　

８４％

第１７表

　

政府予金部資金の土功組合新規事業費に対する融資額

Ｆ．受融資の工事費に対する最高比率の

　

９６％

　

組合

Ｇ． 受融資の工事費に対する比率５０％以

　

４１組合

　

上の組合数

２０～５０の組合数

　

６０

３０％以下のク

　　

９９

（註） 「土功組合史」２２一３６頁，５５１頁一６０２頁により算出． 数字はＭ４３－Ｓ７の集計，

　　

組合数は工事取消の組合を除く．

　　

受融資は高利債．借替及び災害復旧費を除外す．

昭和７年まで１６組合がある． 内，３組合は国費排水をもって竣工，残］３組合が濯湖組合であ
る．）

　

これらの政府資金の拓銀経由分については既に第６表に示めした如くである． 尤もそれは土功

組合の新規事業費のみならず拓銀からの高利債に対する，倍換金ｒ才入欠陥補填借入金を含んでい

る故に， 新規事業費分のみをとれば幾分， そして昭和３年末以降は大いに減
じよう．

１） 国費排水組合を設立年の古きものより列挙すれば次の如し． Ｔ４設立篠津原野土功組合，面積９４０町，

　

Ｔ５ 東裏土功組合２，８８３町，ＴＩＩ剣淵土功組合２，３０４二町，Ｓ１２新川排水土功組合２，２
０６町，Ｓ１４高富排水

土功組合１，１１７町，本別排水士功組合６７７町である．
２） 北海道農事試験場 ： 「北海道農業技術研究５０年」２０頁

３） 坊主６号の出現以前の道北道東に栽培されたものに十勝黒毛（赤毛より選抜，Ｔ３優良品種決定，十勝

　

試験場原産）と魁（Ｔ３優良品種決定，鷹栖村原産）とがある． 尚土功組合の誕生から一応の新規結成の

　

終る昭和７年頃までの主要品種を一括すれば次の如し．

品

　　

種 普

　

及

　

期

　　

収

　

穫

　

耐冷 耐

　

病
中

生種
赤

　　

毛
坊

　　

主
坊主２号
坊主５号

Ｍ中一Ｍ後期
Ｍ末－Ｔ中
Ｔ末－Ｓ１４
Ｔ末－ＳＢ

ｌｏｏ
１１３
１１５
１１５

１韮

循
皿

ｌｏ
６
６
６

早
生
種

　

魁
坊主６号
走坊主極早生

ＭヌミーＴ中期
Ｔ末－ＳＢ
Ｔ末－ＳＢ

９３
１０７
１０２

＝
ｗ
Ｗ

　

ｌｏ
６～７
６～７

４） 星野達三 ： 「北海道に於ける品種」（戸刈稲作講座１収載８９頁）

５） 前掲「北海道農業技術研究５０年」２７頁

６） 北海道庁 ： 「北海道凶荒災害誌」１３３５頁

７） 北海道庁 ： 前掲書１３３６頁

８） 北海道庁 ： 「産業調査報告書第４巻」１８３頁（大正４年刊）

９） 関税定率法（Ｔ４３

　

法第５４号） による輸入税（１００斤あたり）次の如し．米及籾 １．００円，大麦

　

０．６０円

　

小麦

　

ｉ．５０円， 大豆

　

０．７０円，小豆

　

０，５５円，粟黍及稗

　

０．５０円，ソバ

　

０，５０円 となっている．
１０） 大正９年１月に１石５５円余に上った米価は４月より低落を始め，同ｌｏ年３月には２５円にまで低落した．

　

（上山満之進：米穀問題１４６頁）

１１） 改正前の米穀法に「米穀ノ需給ヲ調節スル為」とあったのは米価調節の手段を示めしたのであったが，

　

改正後は米価調節を目的としての米穀の需給調節であることが示めされた， 即ち「第１条 政府ノ、米穀ノ

　

数量叉ノ・市価ヲ調節スル為必要アリト認ムルトキハ米穀ノ買入，売渡，交換，加工叉ノ・貯蔵ヲ為スコ．トラ

　

得」とある． （圏点－筆者）

１２） 瀧澱目的とする土功組合は昭和８年以降昭和１４年まで皆無であり，昭和１５年，１７年，１８年それぞれ１組

　

合あるのみである．
１３） 政府による米穀買上数量は大正ｌｏ年以降昭和７年までかかずると次の通りである．即ちＴＩ０，３５８，千石

　

ＴＩ１， Ｔ１２，３２１千石

　

Ｔ１３，１４，１５， Ｓ２，１７４９千石

　

Ｓ３， Ｓ４，１０３４千石

　

Ｓ５，２４５１千石

　

Ｓ６，２０４８千

　

石

　

Ｓ７，２０４千石である． （農林省「米穀摘要」による）尚米価調節のため政府買入れは古くはＭ２４，Ｔ

　

４ があるが Ｍ２４ は本道の米作の農民の試作の段階であり，Ｔ４に於いては政府貫一１：数量は３０万石程度で

　

あり共に本道の米ｆｉｌｌｉに対する影響は少ない

　

．（上田満之肋：米穀問題１３９頁参照）

－

　

２８

　

－
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１４） 「北海道ｌｏ箇年計画実施成績要領」（新選北海道第６巻収載７４０頁）並びに「北海道土功組合史」２３頁～

　

２６頁による，
ヱう） 前掲収載８４７頁

１６）１７） 「北海道第Ｔ期拓殖計画事業報女」 ３２２～３２３頁

１８） 前掲報女３２４頁

１９） 年次別に支出済補助金をみるに，Ｔ５～Ｔ１５合計を１００％として各年における補助金は次の通りである，

　

即ち

　　　

Ｔ５，〇．４％

　

Ｔ６，０．６％

　

Ｔ７，１．０％

　　

Ｔ８，ーＴ９，１２．７％

　　

ＴＩＯ，１８．５％

　　

ＴＩ１，２３．１％

　　

Ｔ１２，

　　　

２２．４％

　

Ｔ１３，１４，８％

　

Ｔ１４，０．０％

　

Ｔ１５，０．１％ となっている． （前掲事業報女３２２頁より計算）

２０） 昭和２年刊，北海道庁 ： 「北海道拓殖計画説明書」 ５６頁

２１） 前掲説明書

　

５１頁～６１頁参照

２２） 削減の年次別具体的数字については北海道開発局 ： 「北海道第２期拓殖計画実施概要」２４８頁を見よ，
２３） この点「北海道土功組合史」５５０～６４４頁を合せ参照されたい．

３． 土功組合費の農民負担

　

以上のようにして発生発達した土功組合において農民（耕作者を含めて土功組合員） は如何に

負担したであろうか． 先ず土功組合収入の構成を見よう （第１８表）． 但し第１８表に問題がある．

それは大正５年９年の国庫補助金の数字を欠くことである．

　

これは本表の拠典たる原典そのもの

が国庫補助金を欠いているのであり， 我々は第１次拓殖計画事業報女をみる時１）， 土功組合を含

めた補助対称に補助金支出を発見し得るのである． 然しながらここでは敢えて原典統計のま 論

を進める事とする， 先ず自己資金外部資金からみよう．

第１８表

　

土功組合収入構成（千円

　

決算）

自

　　　

己

　　　

資

　　　

金

　　　　　　　

外

　　　

部

　　　

資

　　　

金

組 合 費 雛 戦牽【其の他 言，．

　　

国庫

　　　

補助嵩
方繋公

　

債 寄付金 計‐

１７．５（６）

７７．９（１７）

１９５．４（５７）

３４１（３８）

９４６（３４）

２，２０４（２４）

３，４３３（２３）

８２３（９）

２，７５４（３５）

４，２４６（７３）

　　　

０賦課外はｌ

　　

（

　

－

　　　

－

　　　

ｉ３

　

１４

　　　　

２

　　　

２８

　　

４

　　　　

２

　　

１７４

　　

２

　　　

１０

　　

１７４

　　

３

　　　　

７

　　

３５２

　

２

　　　

１６

　　

５６７

　　

５

　　　

１８

　　

７３３
、

　　　

６１４

己資金外部資金合計

　　　　

２６５．０）

　　

″

　　　　　　　　　　　

３９６．０）

２０８．４（６１）

　　

－

　

４．１

　　　

１３０（３８）

３８３（４２）

　

一

　　

５０

　　　

４６２（５１）

１，１２６（４１）

　

－

　

２７６

　

１，３５７（４９）

２，３９０（２６）

　

８９７

　　

７６

　　

５，７９Ｋ６３）

３，７４６（２６） ２，０８６

　　

１４

　　

８，７４０（６０）

１，４０８（１５）

　

８２７

　

１７６

　　

７，０３９（７４）

３，５３７（４５） １，２１０

　

２１７

　　

２，８００（３６）

　　　　　　　　　

す

　　　　　　

一ノ

４，８６０（８４）

　　

４５６

　　　　

４８９（８）

１２

１９

１１５

５５

２７

２７

１３４．１（３９）

　

５２３（５８）

１，６５２（５９）

６，７６４（７４）

ｉｏ，８９５（７の

８，０６９（８５）

４，２５４（５５）

　

９４５（１６）

２

　

２

　

０

　

７

　

６

　

８

　 　 　 　 　 　 　 　

． 、 ． 十 ▲

　 　 　 　 　 　 　 　 　

－ １ １

４５６

　

（註） ①

　

Ｍ３７一４４「道庁統計書勧業の部」 による， Ｔ１一ＳＩＩは「道庁統計書財政の部」による，
Ｓ１５は

　　　　　

予算を表わし道庁：土地改良要覧（Ｓ１５刊）による．

　　　　

⑨

　

其他は「雑収入」 （原典）と「財産より生ずる収入」 （原典）の計である．

　　　　

④

　

総計は過年度収入，前年度繰越，翌年度繰上を除いた数字である．

　

明治４５年自己資金の比重は組合収入総計の６１％に達していた， 然るに土功組合の設立が旺盛，

したがって組合収入総計の激増するにつれて， 組合費総額の絶対額の増加にも拘わらず，自己資

金の比重が減少し，殊に大正１３年には僅か２６％に過ぎなくなった，（
この点前節（２の上からの助成

政策と合せて考えょ．然る時他力本願の組合の族出をこの面からも想像
し得るであろう．） このよ

うな自己資金の比重の減少はその後も同様の過程を続けるとみられるのであり， 昭和７年の大凶

作には自己資金１５％の最低点を示すに到る， 昭和１１年以降組合収入総計の著減と共に，それは主

－

　

２９

　

－
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として事業費たる公債費の減少によってもたらされたのであるが， ともかく外部資金の減少によ

って， 自己資金の比重も高まるのであり， 土功組合造園活動の終了せると見られる且つ米価闇価

漸く高まる昭和１５年には著しくそれを高めてし・る， 外部資金の比重は自己資金の比重と逆を探る

ことは言うまでもない，

　

さて， 自己資金は圧倒的に組合費 （反則割） によって占められ， 外部資

金は公債収入が重点をなしている． 組合費負担額において重要なのは瀧概土功組合である． （排

水土功組合は負担軽微， この点第２６表を合せ見よ．） 既に大正期， 昭和初頭にかけて土功組合才

入に於る自己資金の比重の残少を観察した． 而してか〉る現象は， 土功組合の膨張してゆく才出

に対応して組合費の増大し得ず外部資金によって賄わざるを得ないところにその原因があったの

である （第１９表）． かくて問題は組合費と外部資金にうつるのであるが， 外部資金は当然土功組

第１９表

　

土功組合費並に歳出（反当り）

９

　

３

　

３

　

７

　

１

　

５

Ｂ

　

Ｊ

　

（Ａ）－（Ｂ）

０．９９円

１．２６

１．６９

０．４６

１．６３

１．２６

　　　　

５．２５

１．６９

　　　　

８．ｉ６

．４６

　　　　

３．４８

１．６３

　　　　

４．９６

２．７１

　　　　

３．７１

△２．２７円

△

　

３．９９

△

　

６．４７

△

　

３．０２

△

　

３．３３

△１．００

合の才出との関連において眺められなければなら

ない．

　

組合費は反別割賠課金と賦役現品よりなるが組

合費即反別割と言っても過言ではない． （第１８表

を見よ） 先ず組合反別割の収納状況を予算決算比

から眺める． 数字の明かな大正８年以降について

みる （第２０表）． 大正９年は大戦の好景気の余耀

を反映して収納率が高いが１３年は戦後の不況を反

映して低い． 昭和に入るや３年， ４年は尚高き収

納率をもつも５年以降になれば， 世界的不況， 外

（註） 道庁統計書並に土功組合史並に土地

　

改良要覧（Ｓ１５］：Ｕ）により算出

地米の流入２）， 自然的災害の相重りて農家負担力を減少せしめることになる （第２図）．昭和７年

においては収納率２５％という極限に到る． か る農民の負担力の減少は組合財政に危機をもたら

すことは当然であり，

　

これが才入の補填として外部からの補填がとられてのみ壊滅を免がれる．
かくてとられたのが大蔵省予金部より融通された才入欠陥補充起債である． 之は既述の新規事業

費以外の融資として行われたのである （第２１表）．之は以前からそして当時尚継続中の新規事業債

（第２区Ｄ 米 作反 当 粗収 入 図

’ ／
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１００

９０

８０

ワ〇

６０

５０

４０

３０

２０

ｌｏ

Ｏ

Ｔ６１７

　

８９１０目Ｊ２１３１４⑩Ｓ２３４

　

ぢ⑥⑦８⑨⑩＝！？１３ー４１５⑮ーワー８－９⑩

○年は反収１．０石以下の凶作年を表わす． 昭和１４年以降は生産者価格を表わす．

－

　

３０

　

－



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

（第１７表を見よ）と相撲って組合公債を膨張せしめたことは言うまでもない， その後の作柄の回

復米価の上昇は組合費納入率を高からしめたのであるが尚組合費絶対額の急速に上昇し得ないと

ころに問題があったのである，

　　　　　　　

－

　　　　　　

第２０表

　

土功組合反別書り予算決算比

　　　　　　　　　　

第２１表 歳入欠陥補充

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

起債
年 比

　

率 年 比

　

率

Ｔ

　　

９

　

１１

　　

１３

⑯

Ｓ

　　

３

１０３

８７

７７

６１

８５

Ｓ

　　

５

⑦

⑪

　

１１

　

１３

　

５７

　

２５

　

５０

　

８５

　

９４

１，４１８千円，

１，６３５

２，９２２

１，０１４

１，６９６

８，６８５

（註） 道庁統計書各年より作成．

　　

０は凶作年を表す，

（討…） 「土功組合史」４９０

　　

頁．
・

第２２表

　

土 功 組 合 歳 出 推 移（千円）

年

　

次 事業所費 事

　

業

　

費 公

　

債

　

費 会 議 費

　

１．そ

　

の

　

他

　

Ｅ

　

合

　　　　　

計

Ｍ

　

４４

Ｔ

　　

５

　

９

　　

１３

Ｓ

　　

３

　

７

　

１１

　　

１５

「その他」包含

　　

５２（６）

　

１９３（７）

　

８２９（８）

　

４う○（２）

　

３６３（５）

　

３４８（４）

　

４４３（７）

２６８（４２）

４４０（４８）

２，２２５（７１）

６，０３１（６３）

５，１７０（３２）

２，１８５（３０）

１，６８５（２０）

１，９５６（３４）

３１６（４９）

３６７（４０）

５７８（１８）

２，０８５（２２）

９，４７４（５８）

３，４２５（４７）

３，１９２（３８）

２，８１７（４８）

　　

６０（９）

　　

６１（の

　　

１１５（４）

　　

６７６（７）

１４（０）

　　

１，２２０（，
８）

１１（０）

　　

１，３４２（１８）

１０（０）

　　

３，１５１（３８）

１８（０）

　　　

６６３（１１）

　

６４４（１００）

　

９２０（１００）

３，１１１（１００）

９，６２１（１００）

１６，３０８（１００）

７，３２６（１００）

８，３８８（１００）

５，８９７（１００）

　　

（註） 「北海道統計書」各年及「土地改良要覧」による，昭和１５年は予算を表す，その他の年次は決算を表わす，

　

次に才出を見よう． 組合費の伸長を期し得ないとすれば才出を極力制限しもって組合財政の破

綻を防止すべく積極的努力の重ねられるのは当然であろう． 組合才出は事務所費， 会議費，事業

費（営造物維持費， 新営費改良工事費）， 公債費等よりなるがその二大根幹をなすものは事業費

であり， 公債費である （第２２表）． 果してこれらは組合費の相対的減少に応じて弾力をもつもの

であったか． 事業費をみるに大正８年以降の組合の旺盛な設立にも拘わらず， 事業費決算の予算

に対する比率の著しい低下は大正１２年よりみられるのであり，（これらは年間の物価低下を併せて

一応考慮される必要があろう３）） そしてこれは一面公債収入の増大 （決算の予算に対する比率の

増加） にも拘わらずもたらされたものであることを考え合せれば４）， 土功組合財政の困難化しつ

ふあることが暗示される． 而してかかる決算の対予算縮少は昭和初頭に到るまで続く． 事業費そ

のものについて言えば大正１２年が第１次ピ←ク， 昭和３年が第２次ピークをなし昭和５年以降は

事業費は著しく減じている （第３図）．これは濯概の新規工事の進渉によるものであろうが， この

減少を更に助長したものに組合費収納率の低下にあることを併せて考えねばならぬだろう．（第２０

表を合せ見よ）．だがそれはともかく問題は財政の困難によって事業費が無限に削減し或いは事業

が繰延べ得るかにある， 濯競建設途上の組合が少くないとすれば，一定の事業遂行のための経費

の削減はこの面から制約されざるを得ないだろう， 或いは叉工事完了後と難もこれを管理維持す
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第３図

　

土功組合事業費趨勢（決算）
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８５
題
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へ
ヮ５ｏｏ

　

裏
ワ０００

　　

費

６５００

６０００

５５００

５０００

　　　　

４０００

３５００

３０００

２５００

２０００

るに必要欠くべからざる最低限が存

在するであろう故に， 予想以上の組

合費の減少があったからとて俄かに

事業費を削減し事業繰延べることは

困難であろう，否， 寧ろ風水害があ

れば組合費納入の低下にも拘ゎらず

予期せざる事業費の増大を要する故

に決算は予算を上廻ることとなろ

う （昭和６年７年の如き）． 要する

に事業費は組合費の増減に対する弾

力性は乏しいと見なければならない

し，事業費そのものは必要なる最低

減は維持されなければならぬ性質の

ものである． かくて農民の負担力と

はある程度無関係に一定限の事業費が常に必要である．

　

次に公債費についてみるに，．土功組合法制定の意図の一つは既に述
べた如く私設土功組合を公

法人と認むることによってこれに融資の途を開くことにあったが， 土功組合は自己資金なり，或

いは外部資金六；る補助金をもってしても尚組合事業の遂行を期し得ないとすれば受融資による外

ない． 公債収入の膨張状況は既に示めした第１８表によって知られるのであるが， これらの公債収

入は負債六二る以上当然元利償還がなされねばならないのであり， 公債の累積５）するにつれても公

債費の膨張は必至である， 公債費の膨張は昭和初頭より顕著に展開される （第２２表）．（但し昭和

３年の異常の膨張はこれは政府低利資金の貸付による高利債の借換並びに特別助成金による繰上

償還によるものである．） このような負債は勿論償還年限に応
じ年賦の形態をとるにせよ農民の負

担力の如何に拘わらず償還しなければならないものであり， 組合才出の縮少を著しく制約する．

要するに事業費なり公債費なり収入に対応する弾力性の乏しいところに組合費と才出の隔差を大

ならしめた原因があるとみなければならない， ところでこのような隔差は既にみた如く外部資金

で補填されるがその主たるものは公債収入であり， 組合の負債として償還力の有無の如何に拘わ

らず組合員の上にのしかかり，問題を後にのこすこととなる．さて，組合費の問
題に立ち返えろぅ．

先ず土功組合費負担額から見よう （第２３表）．

　

第２３表によれば土功組合費は連年増加の増加の傾

向を辿っている事が知られる． （昭和７年激減せるは凶作あり予算反当１．９８円に対して実際収納

は僅かに０．４６円にとどまったことによる．） このような土功組合費は農家経済の負担に如何なる

意味をもったか． それに先だって田畑地租と対比して眺めよう．

　

国税地税田についてみるに明治末期土功組合よりやふ上廻るか同等程度であったものが土功組

合費の上昇一路にひきかえ減少一路を辿り， 昭和に入るや土功組合費とは比較にならない少額の

ものとなっているのであり， 畑において特に著しい， このような国税地租の減少は国税として重

要性の喪失によるものであり，且つそのことｔ′ま資本主義の
発達によって招来されたものである６）．

地方税地租は大正期以後漸増しているが， 額そのものは土功組合費とむは比較にならいし，市町村

税地租７）は年次を新しくするにつれて国税地租， 地方税地租をかなりオ←バーしており負担増加

の程度がうかがわれるが，それでも尚土功組合費の
１／２程度（田）であり， 畑の場合はかなり低い，

更に土功組合費を地租三税計と比較してみるに， 明治末から大正末迄はや 地租計が土功組合費
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第２３表

　

土功組合費と地租三税比較（反当り）

組 合 費
国

　

税

　

地

　

租 北海道地方税地租 市町村税地租 地

　　

租．

　

計

田 対日 田 畑 田 畑 田 畑

Ｍ

　

４１

　　

４５

Ｔ

　　

５

　

９

　　

１３

Ｓ

　　

３

　

７

　

１１

　

１５

臣３９
０．４７

０．４７

０．９９

１．２６

１．６９

０，４６

（１．９８）

１．６３

（２．７１）

臣４７
０．４６

０．４４

０．４１

０．３７

０，３４

０，３３

０．３２

０．１５

臣２２
０．１８

０．１８

０．１４

０．１２

０・１１

０．０８

０・０７

０．０５

群。８
０．０９

０．０９

０．２４

０．３０

０．３０

０．３１

０．３２

０．１４

臣。４
０．０５

０，０５

０・ｌｏ

０，１２

０．１２

０．０８

０．０８

０．０３

円
′

　　

０．１５

　

０．２４

　

０．２３

　

０．５７

　

０，７０

　

０．７０

　

０．４７

　

０．７６

　

０．３６

臣。８
０，１２

０，１１

０．２５

０．３０

０．３０

０．１３

０．１９

０，０９

琵。
０．７９

０．７６

１，２２

１．３２

１．３４

１．１１

１．４０

０．６５

。蔓４
０．３５

０．３４

０．４９

０．５４

０．５３

０．２９

０．３４

０．１７

（註） １． 「北海道統計書」各年並に「土功組合史」並に「土地改良事業要覧」（Ｓ１５『：ＩＤ「明治大正財

　　　　

政詳覧」を拠典とす，

　　

２． （）内は予算を表わす， 他は決算を表す．

　　

３． 国税地租反当りは国税有租地反当平均を表す．

　　

４． 北海道地方税地租は地租附加税及反別割計の平均額を表す，

　　

５． 市町村税地租は地租附加税及反別割計の平均額を表す，算出に際しては賦課面積を地方税附

　　　　

加面積と同一とした， 北海道地方税田畑税額の地方税地租総額に対する比率を求め，この比

　　　　

率を市町村税地租計に乗じて市町村税田畑地租とした，

を上廻っていたのが昭和以降に入ると寧ろ土功組合費が上廻っているのであり，（凶作年は別） 特

に昭和１５年において顕著である． 尚畑地租計においては明治末以降一貫して土功組合費より低い

ことが看取される． 勿論全ての土功組合員農家が田にせよ畑にせよこのような地租を負担してい

たわけではないのであり， 土地払下免租規定或いは地種変更免租規定，或いは反別割免租の規定

の適用されたもの少からざるものあると思われるのであり， 実際において地租負担そのものは土

功組合員農家においては第２１表の数字より低かったものと思われる． さて，以上のような土功組

合反当組合費は具体的に組合員農家にとって如何なる程度の負担となったものであるカミ． 抜に土

功組合費の増大している昭和期の１年次 （昭和７年） を探りて具体的にその負担の程度を示めそ

う（第２４表）．

　

によれば反当２円前後の負担が１戸当り７０円乃至１５０円に達するのであり地域平

均にして１戸当り１０６円にに達することを知るのである． 而もこのような数字は当時 の農家の

第２４表

　

土功組合費組合員１戸当り（予算） （昭７）

反当組合費 組合員１戸
当組合費 反当組合費

組合員１戸
当組合費

ｒ５３
２．８１

２．２９

２．３８

２．１６

１．８９

円
１５３．９２

１４３．２５

７７二０４

８４．２０

７５．４２

９４．３７

日

　　　　

高

十

　　　

勝

網

　　　

走

留

　　　

萌

平

　　　

均

　

．

円
２．２２

１．９３

１．８１

２．７８

１．９８

円
８５．７０

１４７．３２

９６．０６

１０８．１０

１０６．５４

組 合

　

費

　

計

　　　　　

３，２９７ ００円

（註） 「北海道統計」（月刊）第１巻第４号５４頁による，但し同年は異常の大凶作あ

　　

り，組合納入成績極度に悪化し（第１８表を見よ）決算組合費計は ８２３，０００円

　

であった，

一
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沢

　　

口

　　

信

　　

光

１戸当り生産する農業粗収入が９００円前後であること８）を併せ考える時， 土功組合費の示す絶対

額が如何に農家経済にとって大なる負担たろかを知り得るであろう． たゞその際留意すべきは第

２２表は組合員たる不耕作地主を加えた数字であり１戸当面積も幾分高く表われているのであり，

実際耕作者六；る組合員 （自作農） の負担は第２４表のそれより幾分低いだろう９）， ともあれ第２３表

にせよ第２４表にせよ平均して一様化された数字であり第２３表による昭和初頭以来の反当組合費１

円６０銭乃至２円程度の数字にせよ， 実は組合によっては反当賦課４円以上に達する組合も少くな

かったのであり， この額に達すれば当にマイエットをしてその苛重なる歎息せしめた明治１０年代

の府県における国税地租に匹敵する負担と言わなければならない１０」． 而も府県における国税地租

は既成田畑により負担されたのに反し， 土功組合費の場合，造成過程の田畑により或いは未
成熟

田畑により或いは不耕地により負担されねばならぬところに一層農民負担を過重ならしめた点が

指摘されねばならぬだろう． ところでこのような負担は （第２４表を見よ） 果して連年農家の耐え

得るところであったろぅか， 而もその際組合員農家には土功組合費の外に諾々の諸負担が合成さ

れて加わることが考慮されねばならないｕ）． 今や我々は農家負担力を土功組合救済との関連にお

いて眺めねばならない．

　

ｉ） 第一期拓殖計画事業報女３２２頁は溜概畿工事補助について次の数字をかかげている． （単位千円）即ち

　　

大正５年度 ３０，６年度４１，？年度７０，８年度０，９ 年度１，１９３，ｌｏ年度１，２８４，１１年度１，５８５，ｉ２年度

　　

１，５３１，１３年度 ー，０６２，１４年度２７９，１５年度８４，計７，１６１（数字は支出済補助金を表わす）

　

２） 外地米の流入状況次の如し， （千石）

　　

Ｓ２：８，５４１， Ｓ５：７，３５２， Ｓ８：１も７４８， ＳＩＩ；１３，７９４（農林省累年統計・表 １６２頁）

　

３） 卸売物価指数次の如し， （Ｍ３３基準）

　　

Ｔ９：３４３，Ｔ１３：２７３，Ｓ２：２２４（山田雄三：「日本国民所得推計資料」１５４頁）

　

４） 各年公債収入の決算の予算に対する比率次の如し．

　　

即ち，大正９年度１１４％，１３年７６％，昭和３年度 ２８９％，
？年度６１４％，１１年度４３９％

　

である． 但し決

　　

算においてどれだけが事業費充当のための公債収入かは不明である．

　

５） 土功組合債が如何に大きいかについて次の数字を示めそう． 昭和７年度末現在，北海道地方債は１９３万

　　

円，町村債１，８１６万円，土功組合債３，６８８万円（殆んどが大蔵省予金部引受け）であり，昭和
１２年度末現

　　

在北海道地方債２，２２３万円，町村債３，３７５万円士功組合蹟３，２５５万円となっている． 昭和７年士功組合員

　　

戸数 ３４，０２０戸，全道総農家戸数１９７，１８０戸，北海道総世帯数５０９，７５８世帯を併せ考える時組合債の大きい

　　

ことが一層明らかであろう．（数字は北海道統計協会：北海道統計及び道庁統計書，帝国統計年鑑による）

　

６） この点拙稿「北海道に於ける地租の変遷について」 （北海道学芸大学紀要第８巻第２号，第９巻第２号

　　

第１０巻節１号）を参照されたい．

　

７） 開拓使設置下明治１２年郡区町村編成法施行、により区町村が自然発生的存在から行政の一挙４立となるが，

　　

財政的に確呼たる自治体財政を確立するのは明治３０年５月勅令第１５８号，第１５９号，第１６０号（北海道区

　　

棚，北海道一級町村制・北海道二級町村制） にまたねむ′まならない． これにより区町村は国税地租の
１／２以内

　　

を区町村税地租を課税する自治体としての課税権を賦与された，

　　　

然し北海道の区町村の場合，北海道地方税地租附加税の場合と異り，必ずしも有租地に附加税を課し，免

　　

租年期に反別書＝を課する区別がとられず，むしろ地価割（区町村地租附加税）は段別割に吸収され，有粗

　　

地免租地とも段別割を課するところが多かった＊， 地価割を段別割に餅含吸収せるは地価割においては制

　　

限あり，課率が著しく制約されるに反し，段別割においてはその制限前者に比
べれば極めて緩慢なる故，

　　

後者を採用することが前者より課税率の制限と衝突すること少く，且つ段別剤は現地目をもって賦課し得

　　

る便宜のある故であった． 土地台帳の地目と現地目に著しい差異のあったことは拙稿
「戦前の開拓過程に

　　

於る北海道地方税地租制度の変遷について」 （北学大紀要第ｌｏ巻第２号▲）に述べてあるので参照されたい．

　　

＊この点については北海道林業会：「北海道林税調査書」４０８頁を参照されたい．尚北海道区町村地租は府

　　　

県とその相貌をかなり異にする故，後日改めて詳細を展開することとする，

　

８） 細稿「北海道に於ける地租の変遷について」 （北学大紀要第ｌｏ表第１号）第４２表参照，

　

９） 組合員耕作者（自作農たる組合員）のみの負担分は不明なるも次の数字が一つの推計資料となるだろう

　　

昭和１６年末調査によると組合数に対する耕作者数（含組合区域の小作者）の比率を求めると次の通りであ

　　

る， 数字は組合員ｌｏｏに対する実際耕作者を表す，

－

　

３４

　

一



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

石

　

狩【空

　

知ョ上

　

川１後

　

志ｒ桧

　

山ｉ胆

　

振１日

　

高１十

　

勝ー網

　

走１留

　

萌－

　

合

　

計

８２

　

１

　

・２９

　

十

　

１３０

　

－

　

１１６

　

Ｅ

　

１２６

　

－

　

１２６

　

ヨ

　　

ー００

　

－

　

１０３

　

１ １４４

　

１

　

１００

　

ヨ

　　

ー２４

　　

したがって組合地区耕作者ー戸当平均面積を組合員目作者の面積として考えると，組合員目作者の１戸

　

平均負担額は第２４表の組合員１戸当組合費を上掲数字で除したものとなる，但し昭和７年において上掲の

　

ような組合員数対耕作者数比率をとったとりたか否かに問題があることは勿論である． しかしその後の組

　

合設立の極めて小数なるからみて以上の数字は昭和７年においても大体妥当するのではあるまいか， （数

　

字は北海道庁振興部土地改良課：北海道土地組合要覧（Ｓ１７刊） により算出）
ｌｏ） 昭和４年土地組合反当賦課千円以上の組合は５７組合（組合総数２１３）反別３５，４４４町（組合総反別１７１，４９１

　

町）に達した＊，

　

この負担を原蓄時代の府県における国税地祖と比較しよう， 明治１６年国税地祖は０．８４円

　

である＊＊， 明治１６年と昭和４年の物価指数比を求めるに６１／２２ｏとなる＊＊＊， よって明治１６年の反当負担０．８４

　

円は昭和４年においては３．６２円に相当することとなる．

　　

＊渡辺以智四郎 ： 「北海道土地組合の展望」５２６頁

　

＊＊ 明治１６年府県の国税地祖負担をみるに，田１．１６円，畑０．３６円，田畑計平均０．８４１１］となっている， （大

　　　

蔵省主税第１１回年報７７～７８頁）

　

＊＊＊山田雄三 ： 「日本国民所得推計資料」１５４頁

１１） 年次はやふ古いが北海道農会が全道各支庁管内にそれぞれ１ヶ町村叉は２ヶ町村を選び，１３ヶ町村，各

　

町村３０戸計３９０戸について農家負担を調査した， その結果によれば大正１２年の農家負担状は３９０戸平均 １

　

戸当り次の如く算出される，

　

国

　

税 ： ？．３７円（内，地租がこの４４．９％を占める）

　

地方税 ： ３４．３５円（内，地租割反別割４４．６％，戸数害ｌｉ３２．６％）

　

町村税 ： ３９．６０円（内，特別税反別割３５．８％，戸別割５４．９％）

　

税金に非ざる公課 ： １８．７５円（内，土功組合費７６，８％にして同年の調査農家の中土地組合納入農家は７６

　　

戸，金額５，６１９円であり，納入農家１戸平均では７３．９４円となっている，）

　

その他負担金 ： ４６．５３円（内，寄附金３７．８％，社寺費２０３％）

　

（拠興 ： 「北海道農会報」大１４・７月刊収載，北海道農会 ： 北海道農家負担調査）

　

４， 土 功 組 合 の 救 済

－－第三次助成を中心として－－

土功組合債は結局は組合員の組合費（反別割）の負担をもって返債されねばならぬものである，
したがって組合債の増大は農家負担を増大せしめることとなるわけである． 而も本道の大正後期

以降の土功組合の続生は大多数は米価３０円余を基礎として誕生したものであり１）， 且つ族生期の

反収平均は１，４好三デを占めるのであり（Ｔ９ーＴ１４平均），

　

したがってこのような条件の満たされざ

る以上，負担力に重大な障害がもたらされることになる． かくて負債の程度と負担力の程度によ

っては組合費は農家経済にとっては耐えられない重圧となり， この事はひいて土功組合財政を破

綻に陥入れることになる． 故にこれを回避するとすれば外部から牛が打たれねばならない． 昭和

２年高利債 （９分３厘） 措換えのための低利資金 （５分４厘） の融通２）， 昭和２年より始まる特

第２５表

　

土地組合特別助成交付実績（千円）

年次 助

　　

成
実 績 額 年 次 助

　　

成
実 績 額 年 次 助

　　

績
実 績 額

Ｓ

　

２

　

３

　

４

　

５

　

６

　

７

１，２７３

　

３５０

　

６４

　

１３１

　

４００

Ｓ

　

８

　

９

　

ｌｏ

　

１１

　

１２

　

１３

１，２００

１，２００

１，２００

１，２００

　

６４０

　

４９

Ｓ

　

１４

　

１５

　

１６

　

１７

　

１８

３６７

（註） 北海道第２期拓殖計画実施概要２４９頁

済を好転せしめ， 農民の土功組合費の

別助成金の交付３）， 昭和６，７，９年の

公債利子補給４）， 昭和６年１０年に７終る

公債年限延長資金の供給５）昭和７年よ

り始まる第２次特別助成金の交付が即

ちそれである，

　

では以上をもって組合財政の危機の

問題， 農家組合費の問題は解決された

であろうか， その後の凶作から解放，
米価の漸次的上昇 （第２図）は農家経

農民の土功組合費の納入成績を著しく向上せしめたのであるが （第２０表），

而

　

３５

　

一



沢

　　

ロ

　　

信

　　

光

（尚序いでながら納入成績を補足するに昭和１０年４２．５％，１１年８４，５％，１２年９１，９％，１３年９４，６％，

１４年９６．１％） 尚土功組合の負債は依然として少からざるものあり， 農民負担にとって重圧となっ

ていた． 即ち， 昭和１５年４月組合・総負債２，９９８万円， を抱えていたのであり， これを融
資先別に

みれば， 預金部資金２，９８７万円， 拓銀６万円， 市町村４万円となっている
８）
． 以上の負債額を組

合総反別平均にしてみれば反当１６円４２銭であり， 昭和１７年においても負債総額は２，８５５万円となっ

ており１５年と殆んど変りがない． むしろ反当平均は１６円９８銭と増大している９｝，（廃止組合・あり総

反別が減じている） 上掲数字において負債反当平均額をとってみれば必ずしも大なるものとは言

えないがこれは負債なき或いはこれの軽微な組合を含めた平均であり， 実際負債組合の反当平均

を求めればこれよりかなり高いものとなろう． 更に当然のことながら個別的に組合をみるならば

その負債額の階層がみられるのであり，これを示めしたのが第２６表である．表により排水堤塘組合

の有負債組合は濯澱組合に比べて相対的に少いこと， そして負債額が比較的軽微である事が知ら

れる． 排水堤塘組合で負債の高いのは堤塘組合であり排水組合では負債最高は反当１２円余に過ぎ

ない．故に土功組合の負債問題は先ず濯澱組合にあると言ってよい．湖瀧組合は当該総数の８９％ま

でが有負債組合であり，同年平均反当負債１６円９８銭を上或る組合は（表では２０円以上の層として）

９０組合に達し当に有負債組合の半数以上に達し， その最高負債額は反当７３円余に達していた， こ

のような負債は組合員たる農民に大きくのしかかってくるのであり１の， 且つそれが組合員の負担

力をオーノミ←するものであるとするならば， 之を軽減する事が必要となる． このようにして三度

助成策がとられるのである． 第３次特別助成は即ちそれである．

　

ここで我々は第３次特別助成対

称組合の生産力を一べつすれば第２７表の如くである． 対称組合の低生産力と凶作頻度が注日され

てし、し、，
第２７表

　

被助成土功組合平均反収（Ｓ７～１６平均）
第２６表

　

反 当 負 債 調

　

（Ｓ１７・７現在額）

反当負．債 瀧慨組合 排水堤塘
組

　　

合

５０円以上

５０

　

ハソ

　

４０

４０

　

ハＪ

　

３０

３０（Ｊ

　

２０

２０ト｝

　

ｌｏ

ｌｏ

　

ハＪ

　

５

５

　

円以下

１１

２３

２１

３５

４４

１８

２３

１（堤塘

ｌ

６

１７５（１９３） ８（ー６）

助成第１次選定組合
助成第２次
追加選定
組

　

合

　

数

２斗未満の
凶作回数
（組合平均）

組 合 数

１．４０石以上

１．３０トＪ１，２０

１．２０（ＪＩ．１０

１．ｌｏト｝１・００

１．００ト）０．９０

０．９０ＪＯ．８０

０．８０ハＪＯ．７０

０．７０（〕０．６０

０．６０（）０．５０

０．５０以下

　

計

２．３回

２．６

３．６

３．８

４．２

５．０

３．３２

１０

１６

　

３

　

０

１６

　

６

１

一

　

７

　

９

１２

　

５

　

５

　

０

　

３

　

一

　

一

　

－

　

－

　

２

　

６

１２

　

５

　

６

　

２

　

６

　

３

　

３

１６

　

６

１

一

　

０

　

５

（註） ±功組合課：「土功組合地区内農地更生計画」による組

　

合は組合の統合あり助成時には１０２組合となった， 尚２

　

斗未満凶作回数はＳ７よりＳ１６に到る計を表わす．

（註） 「土地改良要覧」（Ｓ１８）よ

　　

り作成（

　

）内は組合総数

　

さて第３次特別助成は昭和１９年度より昭和２１年度迄の３箇年に渡り実施されたものであり， 全

道２１０土功組合中の経営困難な１０１組合・を対称とし，（後に１組合・追加）１，０３８万円の助成金 （助成

金出所内訳， 国庫支出８３０万円，道費負担１０４万円， 受益者負担額１０４万円） が交付されたので

あるが， それは単なる土功組合の救済を最終目的とするものではなく， むしろ戦時下の食糧増産

政策の一環にくみ入れられ， 土地改良５箇年計画
１１）と結合して行われたものであり， むしろ救済

－

　

３６

　

－



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

はか る戦時食糧増産政策に便乗することによって可能であった１２）． ところで第３次助成は転換

助成金，負担緩和助成金， 整理助成金及び生産促進助成金よりなっていた． 前三者は公債の償還

に充当さるべき性質のものであり， 土功組合の負担緩和を意図するものであったが， 後一考はよ

り食糧増産的意図を含むものであった． 之等助成金の内訳を示めすと次の通りである１３）．
１． 公債繰上償還に充当すべき助成金

　

９，２１３千円

　　

内訳， 転換助成金５，３９９千円， 負担緩和助成金 ３，４９２千円

　　　　

整理助成金 ３２２千円

２．

　

生産促進助成金１，１６２千円

先ず転換助成金よりみるに本助成金は水田不適地と認められる土地を畑に転換， 転換反別の負

担に属する公債を助成金として組合に交付するものであった，（但し公債反当５円以下の組合を除

く） 負担緩和助成金は水田経営を妥当とするも田の負担力１４）が収支差引５円に満たざる組合を助

成し， 水田農家の安定を図らんとするものであった． （但し適用に際しては公債反当５円以下の

組合は除外された，）次に整理助成金は利用不能状態にあり，組合区域より除外するを適当とする

地の負担していた公債の半額を助成金として組合に交付したものである， 即ち脱落地区所有者の

負担すべき公債の半額がこれにより軽減される事になるわけである． 生産促進助成金は冷害緩和

のため防風林を設置せしめ， その事業費の６割５分を助成金として交付するものであるが，

　

これ

は直接，土功組合負債緩和を意図する前三者と異るものと言えよう
．， ところで以上の諸助成は如

何に適用されたか，これは結果において濯湖組合（含濯親排水組合） のみが助成の対称となった．
これは既に述べた負債状況 （第２６表） からみても当然であろう， 先ず転換助成実施状況から眺め

よう （第２８表）． 第２８表により見るに負債の殆んどが公債によって示められているが， ともかく

第２８表

　

転換助成実施対称組合の組合数負債及び負担力

助

　　　

成

　　　

対

　　　

称

　　　

組

　　　

合

組 合 数 平均組合費 平均公債費
負 担 力の
負の組合数 負担力最低

５０円以上

４０

　

ハＪ

　

５０

３０

　

ハＪ

　

４０

２０トＪ

　

３０

ｉｏトＪ

　

２０

１０円以下

６

８

１５

２６

２６

２

＆
６，０５

４．９７

３．８１

２．５３

２，３７

円
６０（６４）

４３（４７）

３５（３８）

２４（２７）

１４（１７）

７（７．５）

４

５

５

１６

１７

Ｉ

円
△

　

９，７７

△

　

１１．１４

△２１、９１

△２８．５６

△

　

２９．３１

△１８．５７

計 ８３ ４８

（註） 土地組合課： 土地組合更生事業関係資料による，

　　

（

　

）は負債額を表わす．

公債の多い組合ほど組合費も高額になることがはっきり観取される． これは既に述べた如く公債

費の組合才出の主要部門を占めていることによるものである． 而も多額の公債を有しながら負担

力のマイナスになっている組合の少くない事は第２８表からも明かであり，（逆に負担力が乏しいか

ら公債も増加する）か る地区は広汎な転換を要すべく， 尚公債必ずしも大ならざるも負担力の極

端に劣等なるものあり， このような組合員にとっては組合費の絶対的に必ずしも大ならざ－るにも

拘わらず農家経済にとっては相対的重圧となる事は否定し得ない． 転換助成の実施対称組合を地

域別にみるに， 石狩３ （１６一括弧内は管内濯源土功組合数．以下同じ），空知８ （４９） 上川２６（４０）

－

　

３７

　

一



沢

　　

口

　　

信

　　

光

後志２（８）， 桧山０ （１２）， 胆振５ （５）， 日高６ （１１）， 十勝１０（１２）， 網走２０（２６）， 留萌３

（ｉ２），計８３（１９３）となっている． 土質上 （火山灰地），
気候上よりして当然の事ながら管内組合

数に比して助成対称の多いのは網走， 十勝， 胆振， 日高である． これらの転換助成対称組合はそ

れ自体田作を不適当とする地区を包含する故に多額の負債を有しているのであり， その多くは同

時に負担緩和助成対称組合であったのであり， 転換助成のみの助成対称組合は以上の８３組合中１７

組合に過ぎない． 次に負担緩和助成についてみよう． 緩和助成は勿論負債の緩和を第一目的とす

るものであるが， 対称組合の多くもま高額の負債を持つと共にその多くは転換地， 整理すべき除地

を含んでおり， 負担緩和それ自体の助成のみならず， 転換助成整理助成対称乃至は生産助成との

いわば複合・的助成対称たるものが多かったのであり， 単独助成対称となったものは負担緩和助成

対称７４組合中９組合に過ぎない， ところで負担緩和助成は土地の負担力に応じてその助成率を異

にするのであるがその実施基準並びに助成実施の組合を示めしたのが第２９表である．

第２９表

　

負担緩和助成金助成基準並に助成実施状況

助

　

成

　

基

　

準 助

　　　　

成

　　　　

組

　　　　

合

負担力（反当） 助 成 額
（公債額の）

反当平均
負 債 額 内， 公債 反当組合費 組 合 数

公債反当
最高の例

　

５円未満

　

３

　　

〃

　

２

　　

〃

　

１

　　

″

ー３

　　

〃

ー５

　　

″

－ｌｏ

　　

〃

一１０円以上

１割

２

３

４

５

６

８

ｌｏ

３２円

２９

３４

３４

２８

３０

３７

２１

２８円

２６

３１

３１

２５

２８

３５

１９

４．４４円

３．９８

５．６１

４．５４

４．１１

４．０４

５．４７

３．３１

１２

５

７

９

１２

７

１４

８

５２円

４７

６７

５８

４５

６１

７１

２９

（註） ①助成基準は土地組合課： ±功組合更生起債資料による．

　　

⑤助成実施状況は土地組合課： ±功組合更生事業資料による，

　　

①助成組合の負債額，公債，反当組合費は昭ｉ９・３現在による．

　　

④負担力の査定は土地組合更生事業資料による，同資料によれば負担力の算出

　　　

方法次の如し． 負担力は粗収入と生産費の差額を表す，但し収量は昭９～１
８

　　　

の１０箇年間の収量に凶作頻度を加味したる平均収量を表わし米価は１９年産

　　　

米買入価格を基準とす．

　　

⑤助成原則は反当負担力５円未満となっているが，５円を僅少上廻る負担力を

　　　

有するも尚助成せられる組合を２例みる，これらの組合は負担力５円未満の

　　　

ランクに投入した．

　

第２９表により助成基準を見るに負担力の低下につれて累進的に助成率が増加するが， 負担力の

マイナスの階層組合１こおいては緩和助成により公債負担がかなり軽減されると見てよく， 組合に

よっては本助成は起死再生の妙薬的効果を持ったものと言えよう．（第２９表助成組合公債最高の欄

を見よ）本助成対称組合の存在を地域別に見よう． 助成対称組合は石狩３ （１６一括弧内数字は瀬

概組合総数． 以下同じ） 空知６ （４９）， 上川１８（４０）， 後志２（８）， 桧山４（１２）， 胆振２（５），

日高７ （１１）， 十勝１０（１２）， 網走１３（２６）， 留萌９ （１９）， 計７４（１９３） であり， 網走， 十勝，留萌，

日高の所謂米作限界地帯に助成対称の多いことを知る．

　

次に整理助成をみるに本助成対称は４５組合であり， それ自体単独で助成の行われたものなく，

転換地助成或いは負担緩和助成の何れかと或いは両者との結合において助成が行われている． 本

助成はいわば第１次第２次助成の除地助成に相当すべきものであり， 既に第１次第２次助成が行

－

　

３８

　

－



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

われた如く， （第１次助成では３，９２９町が， 第２次助成では６，８５１町が土功組合区域から除外さ

れた１５））本助成では２４，０９２町
１６）の除地が行われた． 尚序いでながら生産促進助成対称は３３組合に

達したことを附加しておく．

　

籾て， 以上の綜合助成により土功組合はその有するところの公債を如何に減じ得たか． 助成開

始前， （開始は昭和１９年１２月６日北海道長官より関係支庁長宛の通達をもって開始） 助成対称組

合の有す公債２，１１６万円が助成終了後１，１３６万円となったのであり
１７）
． したがって反当２９円のそ

れが１６円となったことになる， 然しながらこれを地域別にみるならばその軽減に著しい差異があ

るのであり， 火山灰地帯が相対的に軽減されている， （第３０表）

第３０表

　

土地組合公債充当助成金交付支庁別

公債繰上償遷充当助成金 公

　

債

　

反

　

当

転換助成 負担緩和
助

　　

成 整理助成 計 助 成 前 助 成．後

石

　

狩

空

　

知

上

　

川

後

　

忘

桧

　

山

胆

　

振

日

　

高

十

　

勝

網

　

走

留

　

萌

合

　

計

千毘

　

４２９

１，３７４

　

４３７

　

１５１

　

２０３

　

１９９

　

９９２

１，４９１

　

６２

５，３９９

千夏

　

２１７

　

７７７

　

１２０

　

２３５

　

７０１

　

１２９

　

７２６

　

４０５

　

１５８

３，４９２

千Ｆ三

　

２７

　

７５

　

４５

　

６

　

８

　

０．３

　

４７

１０７

　

４

３２２

帽２

　

６７３

２，２２６

　

６０３

　

３９３

　

９１３

　

３２８

１，７６４

２，００４

　

２２５

９，２１３

円
３１

３

　

２

　

２

　

６

　

４１

労

　

４

　

９

　

２

　

２

　

３１

２１

３１

２

　

９

慶
２３

２２

２４

１３

ｌｏ

１２

ｌｏ

１４

２０

１６

（註） 土地改良課資料による．

以上の助成をもたらした原因は， 調査不備液湖造田設計の不備， 経済条件の悪化， 凶作等の頻

発低生産力 （第２７表を見ょ）に基づくものであるが， 特に凶作は作目作農のみならず不耕作地主

の負担力を低下せしめずにはおかない． この点についてみよう． 先ず自作農から． 堀清市氏は次

の如く述べている１８）．「昭和６， ７年の大水害凶作は農家の経済を極度に窮乏化せ
しめ，最近の調

査によれば本道の農家負債２億０７８５万円， １戸平均１，０８２円の巨額に上る． ……借入先別にみる

ならば個人貸借による負債が４割９分強を占めて居り， 所謂 「高利貸」による不合理なる負債が

多数を占めて屠る……」と． 叉農家負債の高利性を指摘しつ い９）「農家の負債の利率は１割５分

以上２割５分以下のものが ３５．７％ を占める」 と述べている。 このような困窮は当然銀行負債を

も仰いでいるわけであり， この点川崎行夫氏は 「……同様に彼等（土功組合地区内の
農民－筆者）

の最も重要なる生産手段たる土地を抵当とすることによって彼等の再生産のため費用叉は生活を

を，工面しなければならなかった， それ故に銀行の・偉力は土功組合それ自体の上をこそして叉個々の

組合員の上に三重の圧力を加えるに到った」と述べている２０）．次に不耕作地主の負担力の低下に
つ

いて．これらの地主数は組合員総数の
１／３程度を占めているが２１），一度凶作が発生すればそれは

平和

的話合いによる決定にせよ， 或いは小作争議の形をとるにせよ２２）結果的には小作料の低下を生ぜ

しずにはおかないのであり， 且つこのような凶作は昭和６年以降では１６年迄６度を訪れているの

であり，（６年７年９年１０年１５年１６年） 而もそれは如何に深刻であったかは既に揚げた第２７表によ

って推測し得るのであるが， か る凶作時に於る地主の収入として昭和７年の小作料を示めすこ

ー３９

　

一



沢

　　

口

　　

信

　　

光

ととする （第３１表）．これによれば桧山の小作料６円２８銭を最大とするも， この地域は土功組合の

存在数からすオ滅ば比重の低い地方であり， むしろ存在数から言って重要度の高い地域中では，石狩

が最高で５円１４銭となっており， 上川では僅かに１円１０銭となっている． もしそれ下田の例をと

るならば何れの地域≧においても中田の１／～１／となっている． 既に水田造成されているとすれば２３）

特別の契約なき限り， 即ち小作人自ら組合費を負担して水田を造成せざる限り，
２４）地主はかふる

田小作料をもって組合費を負担する事になるがこのような反当小作料をもってしては組合費たる

反別割に及ばないとすれば２５），外部からの価値をもって補給するか，足らざる部分を不納とする
こ

とになる．造田途上にあり組合費を畑小作料で負担するにせよ畑小作料の絶対額が低いのであり，

反別割に充たざる場合は田の場合と同様の現象が生じよう． 更に造田計画地に耕作者の入植して

おらない場合もあり， か る場合は当然農業外の価値をもって組合費は不耕作地主の負担となろ

う． 登部氏が不耕作地主の多い組合が組合費納入の成績が不良であるとの意を述べておられるの

は２７」当にこうしたあらわれであろう． かくして凶作は不耕作地主の負担力を減少せしめるのであ

第３１表 支庁別小作料

田 畑

中

　　　　　　　

田 下

　　

田

小 作料 実

　　

納

　　

額 実 紬 額

石

　

狩

空

　

知

上

　

川

後

　

志
桧

　

山

胆

　

振

日

　

高

十

　

勝

網

　

走

留

　

萌

ｉ←
４．７９

５．４３

４．８７

３．９０

４．ｌｏ

３．６０

３．９４

４．１０

４．３９

４．５０

斗

　　　

Ｐ
２．７０・ （５．１４）

１．５３ （２．９１）

０．５８・ （１．１０）

２．５０ （４．７５）

３．３０ （６．２８）

１．４０ （２．６６）

３．０１ （５．７１）

１．２０ （２．２８）

（？） （？）
０．６５ （１．２３）

斗
１．８２

９．５３

０．１２

１．８０

２．１０

０．８０

１．８１

０．２５

？
０．４０

要。７
２．９７

２．８０

２．５７

２．４４

２．６８

２．７０

２．３９

３．３９

１．９８

平

　

均 ４．２４ １．７８ （３．３８） １．０５

（註） 田は昭７を表す． 但し畑は昭６～８平均を表す． 北海

　

道庁経済部「北海道小作事情判」による．

　　

（

　

）は価額換算を表す．

第３２表 設立年次別被助成組合数

ｌｏ箇年
計

　

画 第１次 拓 計 第２次
拓

　

計

公４３４一一４２ハ４４３‐Ｔ８Ｔ９－１５ Ｓ２－－７

第１次及び
第２次助成
第３次 助 成

　

計（延数）

２

　

２

　

４

１５

１２

２７

７１

６９

１４０

ｌｏ

１９

２９

（延） ９８

（〃）１０２

（グ）２００

濯澱組合計 １９ ３５ １４５ ５０ ２４９

＼

　　

言

　

Ｊ

　

★
＼
＼＼
＼

　　

ｙ

　　

＼＼＼

（註） 第１次第２次助成は「土功組合史」により，第３次助

　

成は土地組合更生事業資料による．

　

濯慨組合計には濯概排水兼営組合を含む．

るが，更に彼等の負債は，組合費納入

のための借入れによってもたらされ

たにせよ或いは生活資金の借入れに

よってもたらされたにせよ， 彼等の

収得せる地代を農業外に流出せしめ

ることになった， 即ち既に述べた助

成対称組合中の８０組合に対する調査

によれば２８）， これら組合のみでも不

耕作地主の負債は拓殖銀行分のみに

て抵当反別１６，８２６町， 負債７７３万円

に達し， これらの抵当反別の地代は

例えその全額でないにせよ， 直接に

は農業外に流出しっ あった事に，

土功組合の財政を困難ならしめた今

一つの原因があるとみられよう．

　

ここで土功組合設立年次と第１次

第２次， 第３次助成対称組合との関

係をみよう （第３２表）． 第３２表より

みるに助成対称は１０ヶ年計画の下に

設立されたもの４組合， 第１期拓殖

計画前半に設立されたもの２７組合で

あり， 第１期拓殖計画の第４次改訂

を見， 土地政良費４１８万円の増額が

見込まれ水田造成の更に積極化され

た大正９年２９）以降第１期拓殖計画の

終了年まで設立されたものにして助

成を受けたもの１４０組合， 第２期拓

殖計画下に設立された被助成は２９組

「

　

４０「



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

合である， もって大正後半設立の組合にして被助成組合の多きを知ると同時に， 各期を通じてみ

るに濯源組合若くは濯湖排水兼営組合にして助成対称とならざる組合の如何に少きかを知るので

ある３０）．

　

１） 「北海道土功組合史」８０９頁８２７頁参照

　

２） 昭和２年最も困窮せる土功組合に対しては特別助成が５カ年の継続費として決定されたが，困窮がそれ

　　

までに到らないもなお困窮せる組合に対しては高利債（９分３厘）借替の長期低利資金（５分４厘）の融

　　

通を講じた，融通金額４５０万円受融通組合は３７組合である， （前掲書４８２頁参照）

　

３） 助成対称組合は第１次助成（Ｓ２～Ｓ６）においては（１｝負債多額にして負担に耐えざる組合（財政助成）

　　

｛２）区域の１部に収益なき組合（除地助成） である．而して前者の対称は８組合にして１組合平均反当負債

　　

５０円８４銭であり，助成金は１０円２１銭である， 後者は１１組合にして負債総額は２３３万円であり助成金は
１０４

　　

万円である． （前掲書 ６４５～６４８頁参照）

　

４） 公債利子補給は昭和６，７，９年の才人欠陥補填起債分に対してその公債の利子に対して国家が利子補
給

　　

するものである．

補総計

　　

鍵盤鍬利子補給対称
となる起債額 組 合 数

　

１２４

　　

１８４

　

１１６

昭７－１６

　

８－－１７

３７万円
９５

１３４万円
２６９

ｌｏｏ

昭６

　

７

９ ６

　　　　　　　　　　

１０一１３

（前掲書４９１一４９６頁による）

５） 公債年限延長資金供給額は昭和６年ｌｏ年合計３，１５１万円にして受融資組合は延計１７９組合である．但し

　

受融資組合は昭和６年と１０年とでは大多数は異つた組合である，償還年限は昭和６年度実施の分は５年据

　

置２５年賦，昭和１０年度実施の分は３年据置２７年賦，及５年据置２５年賦の両者である． （前掲書４９６一４９８頁

　

参照）
６） 第２次助成対称組合は８４組合，助成対称となった組合は①負債多額にして自力にては償還に耐えざる組

　

合（財政助成）③収益なく組合加入区域より除外すべき地積を包含する組合（除地助成）⑨両者に該当す

　

る組合である．以上の組合を綜合してみると１組合平均公債額反当４３円５１銭であり助成金
額は１４円７５銭で

　

あった． （前掲書 ６５７一６６６頁参照）
７） 土功組合の負債償還能力の点から言えば必ずしも絶対的好転とは言えないかもしれぬが，本道大多数の

　

土功組合は米価３０余円を基礎として工事費償還を計画したものであり， （土功組合史８０９頁８２７頁）その

　

点からすれば米価３０円を突破したのは昭和１３年以降であるから，先ず昭和１３年以降を好転とみてい だろ

　

う，
８） 北海道 ： 土地改良要覧（昭１５刊） による，
９） 前掲書（昭１８刊） による，
１０） 組合費負担の状況次の通りである， 濯慨目的組合では反当組合費ｌｏ円以上２組合，ｌｏ円～７円

　

１０組合，

　

７円～５円

　

３３組合，５円～３円

　

７６組合，３円～１円

　

５２組合，１円以下

　

２０組合，計１９３組合となっている．

　

排水堤塘目的組合では５円～３円

　

１組合，１円以下

　

１５組合，計１６組合となっている， （土地改良要覧昭

　

１８刊による）
１１） 土地改良５ヵ年計画は昭和１８年より２２年迄実施されたのであるが，湿地重粘土地等の既墾地延４６万町歩

　

に対し５ヵ年に明渠並びに暗渠排水と客土による綜合的土地改良を行ない５年後には毎年米７１万石畑作米

　

換算８１万石計１５２万石の増産を目途とするものであった， （土地改良課 ： 土地改良５ヵ年計画事業実施

　

要覧による，）

１２） 土功組合の救済について， 救済接渉の当事者， 北海道元長官坂千秋氏の一文を紹介すれば次の如し，

　

「道政上の癌とも言うべき二つの問題があった， その一つはビートに関する問題でその一つは土功組合の

　

更生であった， ……それは（土功組合の更生－筆者）は今更単純な土功組合救済の借金棒引き案だけのも

　

のを持ち出しても到底中央で相手にされる見込はなし－…・それは戦時食糧増産対策の一環として立案する

　

ことが最良である， ……土地改良，作付転換等の農政上の根本問題とも完全な連撃を保ちっ その線に沿

　

う根本更生策を練った，即ち問題解決の鍵を食糧増産という戦時無－亡命令に求めこの方針に適合す
べき案

　

を策定したのであるが，幸にしてこの方針は内務大蔵省に諒解せられその容るるところとなり本問題の解

　

決に非常に役立った，」（坂千秋 ： 土功組合更生計画の思い出）
１３） 土功組合課 ： ±功組合更生事業書類による．
１４） 負担力は次のようにして計算された，即ち米価ｘ平均収量－生産量＝負担力． 米価は昭１９産米買入価格

　

を基準として算出された． 即ち昭１９．４．２８告示第５２号による基本価格に補給金奨励金を加えて石当 ５９

　

円４１銭とした， 収量は昭９～１８のｌｏ年間の収量に凶作頻度を加味したる平均収量によった，（土功組合課：

　

土功組合更生事業計画書による）
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１５） 「土功組合史」 ６４７一６４８頁，６６６頁

１６）１７） 土地改良課 ： 「土功組合更生助成計画事業実施要覧」（昭２４刊） による．
１８） 堀清市 ： 農村負債整理組合の実績（北海道農会報昭８．１０月刊収載）
１９） 堀清市 ： 前掲題（前掲会報昭１０．１月刊収載）

２０） 川崎行夫 ： 北海道における近時の農業政策を中心としてみたろ土功組合農業統制の問題（北海道農会

　

報昭１１．７月刊収載）

２１） 年次がずれるが昭和１６年末現在溜澱土功組合数１９３にして組合員総数 ３４，０２０ 名，内不耕作者数ｌｏ，９７５

　

名となっている．（北海道土功組合要覧（Ｓ１８刊））廃止統合新記があるからは昭和７年とは若干の変化が

　

みられよう． 困みに昭和７年においては蒲澱土功組合は２２２となっている．
２２） 昭和以降終戦迄の小作争議次の如し． 争議は農業恐慌・凶作とからみ合い， 昭和６年以降激増し，災害，

　

小作料減によるもの増加する，

　　　　　　　

内一 口に

　

寮嘉素

　

年次 総件数

　

よる条梓長

　

内，小作年次

　

総件数 よる不作及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
・

　　　

料 滞 納

４

　

７

　

１

　

６

　

８

　

８

　

９

　

０

　

２

⑥

⑦

⑨

⑩

７（４６．６）

２０（４８．わ

１７（５３．１）

４９（６２．０）

３９（３０．４）

１０４（６６．６）

１０９（５０．３）

６７（２８．０）

１５７（４９．３）

１７０（５０．の

昭１１

　

１２

　

１３２（６，２）

　　

ｉ３

１（１．２）

　　

１４
⑯

⑯

”

１８

１９

８（５．ｉ）

１３（６．４）

１８（７．５）

１７（５．３）

６（１．８）

１４０（３９．５）

９７（１５．１）

１０５（３８．７）

７４（３０．０）

１１０（４６．２）

４８（２４．２）

１６（１４．６）

ー７（１５．４）

１１（８．３）

２９（８．１）

３１（８．２）

２３（８．５）

２６（１１．０）

７（２．９）

１２（６．１）

９（８．３）

１８（１６．３）

１３（９．３）

９

　

８

　

６

　 　

２

　

９

　

８

　

５

７

　

２

　

５

　

０

　

３

　

１

　

３

　

１

　

１

　

２

　

２

　

３

　

３

　　　

（証…） 湯沢誠 ： 「北海道農業論序説」
′２７頁による．

　　　　　　

（

　

） は総件数を１００とする比率， ０は凶不作年を表わす，
２３） 昭和７年度末現在瀧概土功組合反別１５７千町，排水土功組合２２千町であり既成水田反別１２９千町となっ

　

ている． （数字は北海道統計協会 ： 北海道統計昭和８年７月刊５５頁による，）

２４） 大正ｌｏ年の小作慣行・では次の例がみられる．

　

”） 小作人自費ヲ以テ水田ヲ造成シタル場合ノ・其ノ小作人ニ異動ナキ限り畑地小作料ヲ徴収ス（農地改革

　　

史上２３９頁）

　

但しか る例（小作人の造田）は少ないものと思われる．即ち次の女がある． 「造田についてみるに， 大

　

体において地主側にて造田をなし，耕作者に・貸付するが，例外として小作者細民こて造田をなす場合もある

　

が極めて少ない．」（北海道農会報昭ｌｏ．１月刊収載，登部一郎：「土功組合構成分子たる貸付地主につい

　

て」による．） 但しかかる小作人の負担をもって造田し濯澱溝費を地主が負担すると言う例は土功組合法

　

制定以前に多かったのではあるまいか．Ｍ３２～Ｍ３７までに蜂須賀農場にか るケースをみる． （北海道農

　

業研究所：「北海道における小作制大農場の研究」２４０頁参照）

２５） 年次が少しずれるが昭和９年の賦課額を示めそう，

土功組合費反当賦額（昭９）

反当賦課額 組合数 賦課面積 反当賦課額 組合数 賦課面積

０．５円未満

０．５トＪＩ．０

ＬＯトＪ２．０

２．０トー３．Ｏ

３．０（｝４．Ｏ

２５

２１

４３

６４

３９

２４，４１７狂け

２０，９０９

３３，９９６

４５，２６９

２８，０９９

４．０トＪ５．Ｏ

５．０ハＪ６．Ｏ

６．０^Ｊ６．５

７．０未満

計

３１

８

２

２３３

１５，６〇９狂け

　

１，９８４

　　

４９０

１７０，７７８

（謂…） 川崎行夫：「北海道における近時の農業政策を中心としてみたろ土功組

　

合農業統制の問題」 （北海道農会報第３６巻第５号収載） による，
２６） 不耕作地主を組合員として構成される場合しを しばかふる例を見るが， 既に大正１３年１１月道議会で十勝

　

における土功組合の不振の原因として耕作者のないことが問題としてあげられている， （北海道議会誌第

　

２巻１，ｉ０８頁古宇田参与員の答弁）

２７） この点「土功組合において大地積を所有する貸付地主の滞納は組合経営上忽諾に附されぬ問題である，

－

　

４２
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戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

　

昭和６年において２４土功組合について調べたろに，５２名の貸付地主で約１０万円余の滞納があった．ヱ

　

人当

　

約２０，０００円余である．」として貸付地主の滞納の多きを歎じ，且つ自営地主の耕地造成の熱心さについて

　

言及し「土功組合においても自営地主の多き組合程成績良好なるは宜なる哉である」として，自営地主の

　

組合の良好なるを述べた登部一郎氏の一文がある， （北海道農会報

　

昭ｌｏ．１月刊

　

登部氏前掲稿）
２８） 土功組合課：「土功組合農地更生計画」 による，
２９） この点については大正９年度北海道拓殖事業計画的要領（北海道庁：「北海道拓殖計画」収載） を見よ
３０） 土功組合の経済的困窮は大正１３年早くも第２４回道議会で論じられておりこの面における道の失政と土功

　

組合の救済策が論じられている． （これらの点については北海道議会誌第２巻 ９５０，９５１，１，ｉ０５，１，１０８，

　

１，１１０，１，１１４，１，１１５の名頁を参照されたい，） 更に土功組合救済陳情推進組織体とも言うべき土功組合

　

連合会は早くも大正１３年組織きれている，

５． 造田化における不耕作地主の役割

　

造田化において不耕作地主は経済的困窮するに到ればその熱意を喪失し， 土地所有それ自体を

厄介視するに到る事， 更に彼等はその造田においても単なる貸付を意図するが故に耕ぞＥ便宜を考
えずに単なる形式的なもの多く， 地形のま に田区は区区， 矩形．正方形・三角形等思い思いの
田を造ったことが登部氏によって紹介されている１）． そこでここでは組合員が全て不耕作の不在
地主によって構成され造田化がす められた土功組合を引用することによって不耕作地主の造田
における役割をみることとしよう，

　

１， 拓北土功組合の例

　

石狩地方篠路村に創設された． 後年創設される土功組合地区は三菱の
所有するところであったが大正９年吉田氏 （札幌在住月寒で乳牛牧場を所有した） の所有すると
ころとなった． 吉田氏は合名会社吉田農場を組織し篠路兵村の地積３割を所有した， 吉田氏の所
有に帰するや時恰も産米奨励の時流にあり， 上からの造田化補助政策に水田開発の熱望巳み難く

従来の荒蕉地畑地を転じて一挙に水田に改変すべく大正１３年１月土功組合を設立， デーゼル機関
用水機３台をもって約８００町歩を瀧慨せんとした． 工事竣工昭和２年６月工事費２７６，５１５円本土

功組合は当に吉田農場そのものをもって組合員として組織されたのであり， 一時は４００町余の水
田造成をみた． 現在の畑地たる 「大谷地部落」も一度は水田となった． 然し（１）泥炭地なる故稲熱

病がひどかったこと，｛２’デーゼルェソヂソの機能悪く意図する水量が揚がらなかったこと，ー３’泥
炭地のため瀧澱水路の絶えざる沈下決裂決潰． そのため潜水路の造成に多額の費用を要したにも
拘わらず水路の亀裂により水が地下へ潜入してしまうこと． 以上の三理由により広大な水田が大

谷地では再び畑に還元された． か る膨大な工事費の償還， 維持費，一度は水田化せる２００町に

近い広大な地の失敗．米価の暴落，水害凶作相重なりて吉田氏の経済を疲幣困ぱいに陥入らしめ，
昭和８年５月吉田氏をして１０余年の辛酸偉業の地を放郷せしめるに至る． かくて吉田農場は組合
地区を含めて１，２００町歩（小作人約１２０戸，１，２００町歩の中過半以上は荒蕪地） 拓銀の手中に移り，
組合員は拓銀１行をもって構成され， 石狩支庁長をもって組合は管理されるに到る， 昭和８年議
会において本組合は助成対称たることが承認され同年以降政府特別助成を受け， 計画そごに基く

不適田地を除外整理し全地域を３５５町に縮少する． かくて助成はある意味では拓銀の負担の救済

とも言えるわけである． 而も本土功組合は第３次助成をも受ける． 然しながら， 拓銀の手に土地．

の移転後

　

拓銀は北海道拓殖銀行土地株式会社を設けて土地管理にあたる， 而して債権債務は同

銀行内の貸付部と同銀行▲の土地会社の関係に移る，）拓銀は用水路を改良し，造田を確立し，稲作

は確呼たろ軌道にのるのである， 昭和１９年９月造田地は全て小作人に解放され自作農創設となっ

た． その面積田２２０町歩，代価約２６万円， さらに土功組合負債約１６万円は新設自作農民の負担に

帰することになった，因みに吉田農場当時， 開田地反収平年１．５～１．６石，′ト作料反平均０．５～０，７５

石（この数字から金額を換算すれば平年作たる昭和５年の米価では１２．９５～１９．４２円となる）， 畑

－

　

４３

　

－



沢

　　

口

　　

信

　　

光

′ｉ・作料１．７０円であった． 当時組合区域３５５町の中５０％は荒蕪
地であり， 利用地のみをとれば組合

費反当９円前後と言われる故，計画にそでのない限り破綻なきを想わせるが， 設計
の不備， 土質

の不適， 凶作水害不況が相寄り相重って耕作者相をして
次いで逃亡せしめるのみならず， 吉田合

名会社の資産を吸着し尽し満身創漢これをして万策尽き果て離散せしめるに到る． 動機はともあ

れここに北海道造田過程に私財を投じ尽して造田に寄与し， それ自身は報いられるところのなか

った不耕作地主の姿をここにみる．

　

２． 札比内土功組合

　

本土功組合は大正１３年３月設立昭和２年１１月工事竣工，工事費 ３０１，８５０

円となっている． 最終造田反別は１５７町完成している， 当初５８０町歩を造田計画せるも不適地除

外５５０町歩を組合施工反別とした． 当時（昭和２年）造田は普通は造田補助金のみをもって造田

が可能であったと言われる （第１３表を見よ）．かくて急速に造田化が展開されるのであるが， 然し

設計に重大なそこがあった， 土質の精密調査を欠いたことである．５５０町歩の用水地を造成しな

がら， 造田地が全く石陳地なるため用水の渉透甚しく，濯澱溝流下中途にして用水は全く地下に

濡洩し且つ一且濯水せる田にしても石隣地のため潅水は直きに個渇し且つそのため隣接田へのか

け流しも不可能であり，

　

この面から水田作は重大な困難に逢着した． 而も連年の凶作により組合

員経済真に逼迫し， 為に組合員は多額の組合費を滞納のま 本地区を放榔他に転出するもの続出

した． 当初組合員７４名の処， 僅かに不在地主４名をのこすのみとなった． 昭和７年第２次助成を

受け， 石隣地たる造田不可地３５３町を組合区域から除外し， 保水のよい重粘地をのこして濯湖反

別を２００町歩とした， 造田達成地１５７町歩の中約１００町歩は小樽住木材会社新宮氏の所有となる

も， 残りは土建業者・農業・呉
服商の不在地主の共同所有するところであったが， 昭和１２年には

新宮氏以外の地はその負っている負債故に拓銀の所有するところとなった． 要するに新宮氏は小

作料以外の資金をも投入して最後まで所有に耐え， 資力の乏しき， これ等新宮氏以外の三名は小

作料も満足に入らなかったが故に所有の意欲を欠いたのである． 本組合は第３次助成を受ける．

拓銀は戦争中に自作農創設を計画し， 戦争直後 （農地改革前） 小作人に農地を解放した． 新宮氏

の農地解放は農地改革後にか る．かくして一旦は造田された石隣地は再び畑にかえり，５５０町歩

の用水池は１５７町歩の水田の用水池として働き， その能力の
２んは眠ったま｝である． 調査不備，

設計の図散は幾多の薄資の自作農を逃亡せしめ， 莫大な労働と投資を無価値に消費させた例では

ある．

　

１） 登部－即：「土功組合構成分子たる貸付地主について」 （北海道農会報

　

昭節．１月刊）

６．

　

む

　　　

す

　　　

び

本道土功組合費は水田造成を主としたいわば土地資本形成の過程における出費であった， この

限りでは， その出費は農業内部への還元のそ
れであり（負債利子は別），即ちそれは生産過程にお

ける資本蓄積としてそれ自体農業生産上の重大な意義をもっものである， 然しながら負担額その

ものについてみれば， 最初のっ ましやかな負担が早くも明治末には国税地租 （反当り）を凌駕

するに到り，以後次第に増加しつ〉， 大正中期以後は国・地方・町村の地租三税計を凌駕し， 農

家にとっては量的に重大な負担と化するのである． 而も昭和に到るや組合公債費の増大により負

担は更に増加を辿るのであり， 組合によっては日本の資本主義原蓄期の国税地租に匹敵する或い

はそれ以上の過重な負担を余儀なくされるの少くなきに到る，

　

ここで土功組合法制定の動機を再

び想起しよう， 土功組合法は国費を軽減しっ｝農民地主負担をもって本道における水田耕地造出

を企図したものであってみれば， 最初から農民負担が前提されているわけであり， 内地府県にお

ー４４
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いては数千年乃至数百年を要し， 且つ近世においては藩財政１）若くは有力豪商の出費２）をもって

行われることの多かったのであるが， 本道においては資力乏しき移住農家の負担をもって或いは

単なる営利追求を最終目的とする不耕作中小資本家の負担をもって （事業費の融資先は政府資金

にせよ， 終局は彼等の負担に帰する），而も彼等の個別的土功組合を支える強大な統一的組織もな

されぬま に， 僅 ３々０箇年程度の間に行われたのであり， ここに自作農民なり不耕作地主なりが

土功組合費として過重な負担を背負わねばなななかった可能性の第一が存在する． 而もそれが日

本の資本主義の高度の発展をとげ所謂独占段階にか る造田化が行われたことである． か る段

第３３表 大会社（６９社）の利潤

率（全国）

配 当率 利 潤率

Ｔ３上期

　

８下期

ｌｏ上

１３下

Ｓ

　

２上－

　

４下

　

６」；

　

８下

９．８１％

３１，５５

１７，８７

１２．６２

ｌｏ．４３

９．６５

６．６６

６．１４

９・８１劣

５８．０７

２１．７０

２３．８３

１６．３２

１４．２８

１１．１９

１５．７１

（註） 引用書は第３４表と同じ井上の

府２４１頁

第３４表

　

事業別総会社利潤率（全国）

平

　

均 内，工業 内，農業

ＴＩＯ

　

１３

Ｓ

　

２

３

４

５

６

７

％
７．２２

７．３５

６．０９

６．７８

６．３６

４．３６

３，３７

４．４８

％
８．１４

７．２６

６．８７

７．８１

８，０７

４．７８

４．４２

５．３９

　

％
△９．３７

△２．５７

　

１．６０

△１．４７

△２．３１

△１．２９

△３，０７

△１．９７

（註）１，平均は工業， 鉱業，運輸業

　

水産業， 農業の平均を表わ

　

す．
２．原典は飯田清三：「日本主

　

要産業論」直接引用は井上

　

晴丸：「日本資本主義の発

　

展と農業及び農政」２４３頁

３， 総体的に利潤率の低いのは

　

中小企業の損失会社がある

　

ためである（井上：２４３頁）

階では富力の強大な豪商は既に独占資本家に転化して

いるのであり， 独占産業に投資した方が不安定な危険

性のある農業開発より，より有意義であり且つそこに

は独占利潤が保証されているのであり（第３３表）， 且

つ資本の輸出市場も植民地・海外に展開しているので

ある． 巨大地主にしてもむしろ農業を捨て その農地

を安全な自作農創設事業に便乗してこれを解放し， 農

業外に自ら企業者として或いは金貸資本家として他産

業に投資した方がより有利なのである， 小作争議の頻

発はこの事を決定的にする． かくて豪商の資本が造田

に投入されないばかりか巨大地主の資本も寧ろ逃避し

て引揚げられることになる． （高倉博士の研究によれ

ば， 博士は国有未開地処分法により払下げを受けて創

出された小作制大農場は戦前戦中の自作農創設事業で

全て解放されているといわれる．）全国的にみて，本道

の造田化が積極化する大正１３年には既に農業は最も割

合わない企業であり， むしろ欠損になっているのにひ

きかえ，他産業ではそれ相応の利潤が確保されている

のである．（第３４表を見よ．） かくて造田に入り込む資

本は政府の補助の下に， 外部企業による幾何かの資金

を投入することにより或いはノＪ・作農の生産せる小作料

に資金の給源を期待して， ともかく彼等の有する資本

力をもってしては他産業には期待し得ない一儲けを企

画する中小資本家のそれだったのであり， 事実この外

にも造田をなし得れば彼等の農業外企業での受融資力

は田をもつが故に著しく補強されるのである． 彼等は

営利の上からも受融資力の上からも造田化を欲っする

のである． か る投機的な脆弱中小資本によって造田

資金が薄資の農民資本と併せて担当されたところに，
而も農業保険制度すら未出生の段階で， したがって目

　

造田化が強行されたところに土功組合弱体の可能性然の障害には全く経済的に無防備の段階で， 造田化が強行されたところに土功組合弱体の可能性

の第二がある． 他方， 国家的要請の下に造田計画に慎重を欠いた行政機関の行方に土功組合困窮

の可能性の第三がある． 危機は到来した． 凶作・水害・不況である， 小作争議の頻発は巨大地主

一

　

４５‐‐



沢

　　

口

　　

信

　　

光

の資本の逃避を愈々決定的ならしめる． 危機は投機的脆弱中小資本をして倒産せしめるか， 或い

はその負える濯湖貯水揚水工事負債に， 冷淡に或いは絶望的に背を向けて組合費納入を放郷せし

めてしまう．

　

しかも彼等の前に展開されるのはか る段階においても尚資本主義が利潤を獲得し

隆々と発展する姿なのであり（第３５表），と同時に自作農創設事業なる安固なる隠家なのである．

第３５表

　

会社払込資本金叉は出資額

　

（全国）

　　

（１００万円）

合

　

計． 内，工業 内，商業 内， 運輸業

ＴＩＯ

Ｓ

　

２

８

９，３１２

１２，６３４

１４，５４６

３，５５１

４，９５６

６，７８６

４，０８９

５，４１２

６，０７６

　

８２６

１，２７４

１，５５７

（註） 帝国統計年鑑による． 合計は工業，商業，

　

運輸業，鉱業，農業，水産業計を表わす，

彼等の持てる資産を今や最も割りの合わな

い農業に負債償還として投ずるのは愚であ

り， これを農業外企業に投ずるか， 或いは

金貸資本として有利な資本主義に投じた方

が賢明であり， 自作農創設事業に便乗して

いち早く売り逃げした方が得策な のであ

る．（巨大地主と， か る売り逃げ地主の小

作地及び彼等の拓銀への抵当流れの地が，

自作農創設事業で田畑その他計， １４６，９５９ 町が自作地と化している
３’．）彼等が自己の経済を保持

せんとする限りか る道を選ぶのは当然であろう． 〔而もかふる方策は後年国家の地主権利の縮

小策によって一層促進されたとみるべきである．即ち昭和１３年の農地調整法による小作権の強化，

１４年の価格統制令による小作料引上げの禁止， １５年小作料統制令による小作料額に対する国家の

干渉の強化があげられる．）登部氏が貸付地主の組合費の不納の多きを難じつ ， 「土地所有その

事を厄介視せるが如き， 且つ組合費の滞納勝ちなるものの土地に対する自作農創設に関しては評

価すべき土地価格は， 極めて低廉となす方法をとるべきである
４）」

　

と痛論していることの中に土

功組合困窮時における不耕作地主のとった態度が描かれていると言えよう．

かくて慌凶相重なれば最早や個別的独立土功組合の力をもっては土功組合の運営は処理し得な

いものになったのは当然であり， 昭和以降は土功組合は負債処理にそのエネルギーを焼尽するか

の如き感があるのであり， 既に大正１３年誕生せる土功組合連合会は女廿何に美辞麗句をもってその

設立を宣言しようとも当に終始それのみのために （組合負債の処理のために） 存在価値をもつも

のであった５１， 一方， 土功組合
◆の

　　　　　　　　

第３６表

　

北海道拓殖銀行貸付金 （１００万円）

漬滅は拓銀にとっても債権の焦げ
年 賦 貸 付 金

　　　

定期 貸付 金
つきを意味し，叉農民．貸付地主の

経済破滅は負債高額な土地を多量

　　　　　　　　　　　

Ｓ

　

２

　　

Ｓ

　

ＩＯ

　　

Ｓ

　

２

　　

Ｓ

　

１ｏ

に抗え込むことになる故まさに拓

　　　

総

　　　　

額

　　

１ｌｏ．５

　　

１２７．５

　　　

１５．８

　　　

１０．４

銀の経営上の重大支障にも連るの

　　　

内， 農 業 者

　　　

４１．７

　　　

３６．７

　　　

２．３

　　　　

１．４

であり， か〉る面からする拓銀に

　　　

内，土功組合

　　　

２７．８

　　　

３０．８

　　　

１．８

　　　　

２．９

対する株主・預金者にとっても脅

　　

（註） 帝国統計年鑑

威をなすわけである． 拓銀の貸付は農業者及び土功組合に如何に巨額であるかは第３６表からも知

られよう． 但しここに注意すべきは土功組合に対する分は昭和２年と１０年とにおいてはその貸付

資金の質が著しく異ることである． 即ち， 昭和２年は ２７，８２５ 千円の ３９．１％ は政府資金なるも

残 ６０．９％ は拓銀の固有資金による質出しであり（第６表を見よ）， この点からも焦げつきは重大

時であり， この面から拓銀側からも土功組合の助成が望まれるが昭和１０年に到れば土功組合貸付

金は殆んど政府資金によって占められると思われ （第７表を見よ），

　

拓銀の固有資金分は極めて

少いことである． ともかく昭和２年は尚士功組合に対する拓銀の固有資金の貸付が大きいのであ

り， この面の回収からも第１次助成が拓銀からも望ましいことであったろう． 農業者貸付の回収

年 賦 貸 付 金 定期 貸付 金

Ｓ

　　

２ Ｓ

　　

ＩＯ Ｓ

　　

２ Ｓ

　　

ＩＯ

総

　　　　

額

内， 農 業 者

内，土功組合

１１０．５

４１．７

２７．８

１２７．５

３６．７

３０．８

１５．８

２．３

１．８

１０．４

１．４

２．９

－

　

４６

　

－



戦前の北海道の造田過程における農民負担とその救済

のためにの間接効果から言って拓銀にとっても土功組合に対する第２次助成第３次助成は望ま し

いばかりでなく， 高額負債の抵当流れ地を所有する拓銀自身が組合員として今やか る助成を直

接切望したのは当然であろう． ともあれ，視点を農民の上におけば農民は当に資本家的政党の上

からの慈恵的温情にすがりつくことによって決潰せんとする組合財政なり， 自己経済の破綻なり

を防止せんとしたのであった， しかし， か る慈恵的救済によっても尚その負債の圧力から解放

されろを得なかったのであり， これが解結は戦後のインフレにまたねばならなかった． 戦後のイ

第３８表

　

田面積増加状況（町）

自

　

作 小

　

作

　

１

　　

音ｔ◆

①Ｍ３５

⑨Ｓ２１

⑨－①

２，０８６

８０，３２２

７８，２３６ ；藁葺１屋号畠藁
傷Ｅ） 北海道統計書による，

　　　

第３７表

　

－土功組合歳出比較

Ｓ

　

１５

　　　

Ｓ

　

２３

事

　

務 所

　

費

営造物維持費
公

　

債

　

費

改良工事費
そ

　　

の

　　

他

　

　

７．５％

１３．Ｉ

４７．７

２０．Ｏ

＝・７

１００・０

　　　　

１００・０

８．４％／

１４．９

２．７

４３．２

３０．６

（註）１．Ｓ１５度分は土地改良要覧に

　　　

よる，

　　

３．Ｓ２３度分は土功組合係：

　　　

「北海道土功組合参考資料」

　　　　

をこよる，

　　

４．数字は何れも予算を表わす

ソフレこそは米価騰貴をもたらし， 組合をその過重な

負債から解放する６）と共に組合そのものの正常な運営

に立ち帰えらしめたのである （第３７表）． 即ち負債の

ためにのみ存在した組合から事業のための組合に蘇生

せしめたのである． かくて戦争（第一次大戦） によっ

て族生せる組合は戦争 （太平洋戦争・）によって蘇生す

ることになったのである．

　

最後に土功組合法誕生以後もたらされた造田成果をのべることによって結びとしよう．今，土功

組合法誕生以来昭和２１年までをとってみる． 昭和２１年４月末の数字をとる限り，潰滅叉は畑復元

地を除き，組合法誕生以来１５１，３７０町の造田増加が達成されており， 自作地の水田増加は
７８，２３６

町となっている （第３８表）．このうち， 小作地の自作農創設事業によるもの ４２，２７９ 町である
７）故

に，

　

自作農地の小作地へ転落した分を除外すれる，

　

自作農民によって増加の達成された水 田は

３５，９５９町となる．

　

これこそ当に農民の困苦・離散・逃亡をのりこえて達成された成果ではある．

　

１） 藩主によって行・なわれた顕著な例として岡山県池田藩，宮城県伊達藩の活動をあげることができ，（農林

　　

省農務局：ｎ日藩時代ノ耕地拡張事業二関スル調査」８８２一８９０頁，９４５一９４６頁） 且つ幕政下前期において

　　

は開田開発は領手の手によるものが圧倒的であった， （古島敏雄：「日本農業史」２３０頁参照）

　

２） 勿論部分的には村方請負により小作農民の造田化資金の投入がみられるのであるが＊， 松永貞夫氏によ

　　

れば，むしろそれは経済的に困窮せる当時の小農民にとっては，発達を期待し得ないものであったのであ

　　

り＊＊，官営新田にせよ町人資本の投入がみられるのであり
＊＊＊
， 民営新田は幕政中期以降における新田開

　　

発の支配的形態＊＊＊＊であった，

　　

＊

　

農民負担による新田開発としては山形県東田川郡東村開田２５６町（農林省農務局：前掲書１８８頁）の

　　　　

如き，或いは和歌山県海草郡巽村開田３２７町（前掲書８３１頁）の如きはその好例である，

　　

＊＊

　

松永貞夫：「新田の研究」１４２頁参照

　　

＊＊＊松永前揚書１３３頁，１４１頁参照

　　

＊＊＊＊松永前揚書１４４頁，尚当時の町人資本の開田開発動については古島敏雄：「日本農業史」２８５一２８６頁

　　　　

を参照されたい，

　

３） 北海道年鑑（昭２２版）３０頁

　

４） 登部一郎：「土功組合構成分子たる貸付地主について」 （北海道農会報昭ｌｏ．１月刊収載） による，

　

５） 土功組合連合会は要は土功組合に対する保護助成の中央政府に対する陳情機関に終始したものであり，

　　

財政的に系統関係をもつものではなかった．昭 ７・８年の第二次特別助成制度の決定・高利債借替低利資

　　

金の融通の実現を機に昭和９年解散をとげる．尚土功組合連合会の設立宣言文については「北海道士功組

　　

合史」６７２頁をみよ．

　

６） 既に述べた如く第三次特別助成は困窮土功組合の負債を著しく軽減したのであるが，戦後のインフレは

　　

債務の実質的破壊をもたらしたものであり，暴騰した米価からすれもま戦前の負債は問題ならぬ低額なもの

－

　

４７

　

一




